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昨
年
末
成
立
の

医
療
法
等
改
定

で
、
２
０
３
０
年

１２
月
３１
日
ま
で
に

電
子
カ
ル
テ
の
普

及
率
が
約
１
０
０

％
と
な
る
よ
う
、

ク
ラ
ウ
ド
そ
の
他
先
端
技
術
の

活
用
を
含
め
、
医
療
機
関
の
情

報
の
電
子
化
を
実
現
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
▼
１
月

２６
日
の
日
医
大
武
蔵
小
杉
病
院

へ
の
サ
イ
バ
ー
攻
撃
で
は
、
医

療
機
器
保
守
用
の
Ｖ
Ｐ
Ｎ
装
置

か
ら
侵
入
、
外
来
及
び
入
院
中

の
患
者
約
１３
万
人
と
職
員
・
臨

床
実
習
医
学
生
約
１
千
７
０
０

名
の
個
人
情
報
が
抜
か
れ
身
代

金
１
億
ド
ル
を
要
求
、
通
常
業

務
再
開
は
２
月
２３
日
。
４
月
２１

日
、
市
立
奈
良
病
院
で
深
夜
に

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
監
視
装
置
が
異

常
を
検
知
し
、
電
子
カ
ル
テ
等

の
サ
ー
バ
ー
を
ネ
ッ
ト
か
ら
切

断
。
そ
し
て
電
子
カ
ル
テ
の
入

力
閲
覧
が
で
き
ず
紙
カ
ル
テ
で

対
応
。
初
動
で
遮
断
で
き
た
の

で
個
人
情
報
の
漏
洩
は
な
く
、

２４
日
に
通
常
診
療
を
再
開
▼
専

従
職
員
抜
き
と
し
て
規
模
次
第

だ
がC

isco

社
Ｎ
Ｄ
Ｒ
（
内
部
脅

威
検
知
）
装
置
は
年
額
８０
万
～

１
千
万
円
以
上
、
ネ
ッ
ト
健
全

性
監
視
装
置
で
は
本
体
価
格
１

５
０
万
～
４
０
０
万
円
に
加
え

１
台
当
た
り
の
維
持
費
も
か
か

る
▼

２４
年
５
月

２５
日
の
英

「T
he L

ancet

」
誌
は「
医
療
分

野
で
の
深
刻
な
脆
弱
性
は
リ
ソ

ー
ス
不
足
、
米
国
医
療
機
関
は

平
均
予
算
の
７
％
し
か
充
て
て

お
ら
ず
、
他
分
野
の
平
均
１１
～

１２
％
と
比
べ
低
水
準
」
と
紹
介
。

日
本
の
医
療
機
関
は
基
本
診
療

料
に
Ｄ
Ｘ
加
算
を
含
め
て
も
原

資
が
な
く
、
米
英
以
下
な
の
は

自
明
だ
。
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
対
策
を
要
求
さ
れ
て
も
、

実
施
不
可
能
な
現
実
を
も
っ
と

行
政
側
は
認
識
す
べ
き
だ
。（
倫
）

田中麻衣子
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医
療
用
資
材
の
値
上
げ
・
不
足

医
療
へ
の
影
響
甚
大

共
産
党
議
員
団
と
懇
談

　

田
辺
理
事
長
は
開
会
挨
拶
で

診
療
報
酬
改
定
に
言
及
。３
・
０９

％
の
プ
ラ
ス
改
定
と
さ
れ
た
も

の
の
十
分
で
は
な
い
と
し
、
更

な
る
引
き
上
げ
を
望
ん
だ
。
健

康
保
険
法
等
改
定
案
、
特
に
Ｏ

Ｔ
Ｃ
類
似
薬
へ
の
追
加
負
担
に

つ
い
て
は
現
役
世
代
の
保
険
料

の
軽
減
が
目
的
と
さ
れ
る
が
、

抗
ア
レ
ル
ギ
ー
薬
な
ど
現
役
世

代
に
よ
く
使
う
薬
剤
も
対
象
と

さ
れ
て
お
り
、
患
者
負
担
は
増

加
す
る
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
。

　

「
２５
年
度
活
動
報
告
案
」
は

二
村
副
理
事
長
が
提
案
。
▽
２６

年
度
の
診
療
報
酬
プ
ラ
ス
改
定

及
び
２４
年
度
の
不
合
理
是
正
要

求
、
▽
物
価
高
騰
に
苦
し
む
医

療
機
関
へ
の
支
援
実
現
、
▽
期

限
切
れ
保
険
証
の
暫
定
使
用
期

間
延
長
、
▽
県
内
全
市
町
村
で

小
児
医
療
費
助
成
が
拡
充
―
な

ど
の
成
果
を
報
告
し
た
。

社
会
保
障
の
役
割
、

周
知
す
る
重
要
性

　

「
２６
年
度
活
動
方
針
案
」
は

湯
浅
副
理
事
長
が
提
案
。
２６
年

度
診
療
報
酬
改
定
の
プ
ラ
ス
分

が
経
営
改
善
に
資
す
る
よ
う
、

　

協
会
は
４
月
３０
日
、
日
本
共

産
党
国
会
議
員
団
と
、
医
療
現

場
に
お
け
る
医
療
用
資
材
の
不

足
問
題
で
懇
談
。
協
会
か
ら
二

村
副
理
事
長
、
宮
澤
・
小
柳
両

理
事
、
長
谷
川
評
議
員
、
保
団

連
か
ら
は
宇
佐
美
副
会
長
が
参

加
。
日
本
共
産
党
は
畑
野
君
枝

衆
議
院
議
員
と
小
池
晃
参
議
院

議
員
が
対
応
し
た
。

　

懇
談
で
は
、
二
村
副
理
事
長

が
歯
科
用
グ
ロ
ー
ブ
の
入
手
困

難
、
か
つ
価
格
高
騰
（
一
部
で

は
２
倍
以
上
）
の
実
態
を
紹
介

し
、
診
療
に
影
響
が
出
て
い
る

と
説
明
。
国
の
備
蓄
分
（
５
千

万
枚
）
も
素
材
や
劣
化
状
況
、

サ
イ
ズ
が
選
べ
る
か
も
不
明
で

あ
る
こ
と（
４
月
３０
日
時
点
）、

ま
た
診
療
所
に
お
け
る
１
カ
月

分
の
需
要
は
９
千
万
枚
程
度
で

あ
り
、
備
蓄
放
出
で
は
根
本
解

決
に
は
至
ら
な
い
と
し
た
。
ま

た
ニ
ト
リ
ル
グ
ロ
ー
ブ
は
す
べ

て
海
外
生
産
で
、
米
国
の
買
い

占
め
等
も
あ
る
た
め
、
政
府
の

対
応
・
介
入
が
肝
要
と
し
た
。

　

宮
澤
理
事
は
、
取
引
業
者
か

ら
の
値
上
げ
依
頼
状
況
等
を
報

告
。
歯
科
用
グ
ロ
ー
ブ
や
ご
み

袋
は
３
割
増
、
歯
科
麻
酔
薬
オ

ー
ラ
注
は
個
別
包
装
の
た
め
供

給
不
足
に
拍
車
が
か
か
る
な

ど
、
現
場
の
窮
状
を
説
明
。
診

療
報
酬
の
臨
時
改
定
や
補
助
金

等
で
の
対
応
が
必
要
と
し
た
。

小
柳
理
事
は
、
今
後
シ
リ
ン
ジ

や
点
滴
回
路
等
が
大
き
く
不
足

す
る
恐
れ
を
訴
え
、
長
谷
川
評

議
員
は
物
価
急
上
昇
の
局
面
に

お
け
る
生
活
困
窮
者
へ
の
政
府

の
補
助
・
対
応
が
疎
か
に
な
っ

て
い
る
と
強
調
。
保
団
連
・
宇

　

政
策
部
は
５
月
１９
日
、
磯
崎

政
策
部
長
談
話
「『
一
部
保
険

外
療
養
』
は
厚
労
大
臣
に
強
権

を
付
与
す
る『
パ
ン
ド
ラ
の
箱
』

Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似
薬
は
『
見
せ
球
』

／
健
保
法
改
定
案
に
反
対
す

る
」を
発
表
し
た（
７
面
）
。
談
話

は
、「
一
部
保
険
外
療
養
」は
、Ｏ

Ｔ
Ｃ
（
市
販
薬
）
類
似
の
処
方
薬

の
一
部
保
険
外
し
の
仕
組
み
と

の
巷
の
理
解
と
は
異
な
り
、
本

質
は
大
臣
裁
量
で
保
険
給
付
を

部
分
的
に
外
す
こ
と
が
可
能
な

仕
組
み
で
あ
る
こ
と
と
説
き
、

今
後
の
危
険
性
を
指
摘
し
た
も
の
。

　

ま
た
、
Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似
薬
が
理

論
上
は
５
割
負
担
相
当
と
な
る

が
、保
険
請
求
ル
ー
ル
に
よ
り
、

実
務
上
の
窓
口
負
担
は
５６
・
６

％
と
６
割
弱
と
な
り
、
医
療
保

険
の
意
味
を
成
さ
な
く
な
る
と

指
摘
。
厚
労
省
が
ホ
ー
ム
ぺ
ー

ジ
で
示
し
た
解
熱
鎮
痛
薬
を
例

に
実
例
を
挙
げ
た
。

　

更
に
は
、
患
者
要
望
に
応
え

る
保
険
外
の
先
進
医
療
や
治
験

段
階
の
薬
剤
、
個
室
の
差
額
ベ

ッ
ド
な
ど
の
ア
メ
ニ
テ
ィ
ー
サ

ー
ビ
ス
と
の
併
用
が
、「
保
険

外
併
用
療
養
」
の
制
度
趣
旨
で

あ
る
と
指
摘
。
こ
の
類
型
と
さ

れ
た
一
部
保
険
外
療
養
は
、
保

険
給
付
の
「
費
用
」
の
一
部
を

保
険
外
化
し
併
用
と
す
る
も
の

で
趣
旨
に
反
す
る
と
主
張
。
一

部
保
険
外
療
養
、
健
保
法
改
定

に
反
対
す
る
と
し
た
。

　

談
話
へ
は
、
日
医
役
員
、
学

者
、
日
医
総
研
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
、
佐
久
総
合
病
院
、
大
阪

協
会
理
事
長
な
ど
か
ら
反
響
が

あ
っ
た
。

佐
美
副
会
長
は
、
政
府
の
あ
ら

ゆ
る
対
応
が
迅
速
さ
に
欠
け
る

と
指
摘
し
た
。

　

ま
た
協
会
か
ら
、
４
月
２４
日

に
開
始
し
た
、
歯
科
会
員
向
け

の
緊
急
ア
ン
ケ
ー
ト
の
途
中
経

過
を
報
告
（
詳
細
５
面
）。
グ

ロ
ー
ブ
を
は
じ
め
エ
プ
ロ
ン
や

滅
菌
バ
ッ
グ
等
あ
ら
ゆ
る
資
材

が
不
足
、
価
格
上
昇
に
至
っ
て

い
る
実
態
を
紹
介
し
た
。

　

議
員
団
は
「
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

を
使
わ
な
い
医
療
材
料
は
な

い
」
と
医
療
現
場
の
窮
状
に
危

機
感
を
示
し
、
党
と
し
て
政
府

に
改
善
要
請
し
て
い
く
と
約
束

し
た
。
ま
た
今
回
の
原
油
不
足

に
よ
る
物
価
高
騰
に
つ
い
て
、

２６
年
改
定
の「
物
価
対
応
料
」
で

は
未
対
応
で
全
く
足
り
な
い
現

状
が
あ
る
と
し
、
政
府
に
対
応

を
求
め
て
い
く
と
し
た
。

運
用
改
善
を
要
求
す
る
と
し

た
。
ま
た
、
地
域
医
療
を
守
る

た
め
の
医
療
機
関
の
経
営
再
建

と
、
国
民
生
活
の
格
差
是
正
の

解
決
策
は
所
得
再
分
配
機
能
の

強
化
で
あ
る
と
提
示
。
一
部
保

険
外
療
養
等
の
政
策
が
進
め
ら

れ
よ
う
と
す
る
中
、
社
会
保
障

の
役
割
を
周
知
す
る
重
要
性
を

強
調
し
た
。

　

質
疑
で
は
小
沼
博
評
議
員

（
相
模
原
市
中
央
区
・
歯
科
）

が
①
有
料
研
究
会
の
振
込
方
法

の
多
様
化
、
②
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
等
の

活
用
に
つ
い
て
質
問
。
田
辺
理

事
長
は
①
手
数
料
の
問
題
に
よ

り
保
留
と
し
た
い
、
②
特
定
の

ツ
ー
ル
に
集
約
・
管
理
す
る
こ

と
は
考
え
て
い
な
い
が
、
他
ツ

ー
ル
も
併
せ
て
検
討
し
た
い
―

と
答
弁
し
た
。

　

「
２６
年
度
予
算
案
」
は
竹
下

副
理
事
長
が
歯
科
新
点
数
関
連

の
テ
キ
ス
ト
購
入
費
用
の
計
上

に
よ
り
事
業
収
支
差
額
は
マ
イ

ナ
ス
、
財
政
関
係
を
含
め
た
収

支
差
額
は
黒
字
で
提
案
。
経
理

委
員
会
報
告
は
、
若
栗
経
理
委

員
長
が
執
行
部
提
案
を
原
案
通

り
評
議
員
会
に
上
程
し
た
と
報

告
し
た
。

　

「
役
員
の
補
充
選
出
に
つ
い

て
」
は
片
岡
誠
評
議
員
（
海
老

名
市
・
歯
科
）
を
提
案
し
、
承

認
さ
れ
た
。

　

「
総
会
決
議
文
起
草
委
員
」

に
は
澤
田
秀
之
（
横
浜
市
旭
区
・

歯
科
）、
花
田
徹
野
（
川
崎
市

川
崎
区
・
医
科
）、赤
塚
英
則（
横

浜
市
神
奈
川
区
・
医
科
）
各
評

議
員
の
３
名
が
選
出
さ
れ
た
。

　

「
功
労
者
お
よ
び
敬
寿
会
員

表
彰
」
は
組
織
部
長
の
田
所
理

事
が
功
労
者
１１
名
、
敬
寿
会
員

２
１
０
名
を
提
案
し
た
。

　

特
別
報
告
「
春
の
会
員
増
加

推
進
月
間
」
は
田
所
理
事
が
診

療
報
酬
改
定
に
伴
い
医
科
３８

名
、
歯
科
１７
名
が
新
た
に
入
会

し
た
と
報
告
。未
入
会
者
へ
は
、

新
た
な
歯
科
の
施
設
基
準
研
修

会
の
案
内
が
功
を
奏
し
て
い

る
。

所
得
再
分
配
で
現
状
打
開
を

物
価
高
騰
で
経
営
悪
化
、
患
者
負
担
増
…

　

協
会
は
５
月
９
日
、
第
３２
期
第
２
回
評

議
員
会
を
協
会
会
議
室
・
Ｗ
Ｅ
Ｂ
併
用
で

開
催
し
た
。
評
議
員
１
５
２
名
の
う
ち
５８

名
（
委
任
状
３７
名
）
で
採
決
し
、
次
年
度

活
動
方
針
案
「『
開
業
保
険
医
の
経
営
と

生
活
を
守
る
』
協
会
の
設
立
趣
旨
へ
原
点

回
帰
し
、
現
状
を
打
開
し
よ
う
～
社
会
保

障
の
所
得
再
分
配
強
化
が
地
域
医
療
と
国

民
生
活
を
救
う
～
」
を
は
じ
め
、
全
６
議

案
が
賛
成
多
数
で
承
認
さ
れ
た
。

評議員会・全議案承認

小池議員畑野議員

一
部
保
険
外
療
養
は
パ
ン
ド
ラ
の
箱

実
は
保
険
給
付
を
掘
り
崩
す
仕
組
み

政
策
部
長
談
話
発
表
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い
ま
２
０
２
６
年
度
診
療

報
酬
改
定
以
外
で
喫
緊
の
課

題
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
医

療
用
手
袋
（
グ
ロ
ー
ブ
）
な

ど
の
資
材
不
足
、
そ
し
て
価

格
高
騰
だ
。
中
東
情
勢
の
緊

迫
化
に
伴
う
原
油
不
足
に
よ

る
も
の
だ
が
、
と
り
わ
け
取

引
量
が
少
な
い
歯
科
医
療
機

関
を
中
心
に
逼
迫
し
、
診
療

に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

　

当
会
で
は
即
座
に
、
国
と

県
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
が
備

蓄
す
る
医
療
用
資
材
の
放
出

や
、
医
療
機
関
へ
の
補
助
等

を
要
請
。
こ
れ
ら
の
要
求
を

受
け
、
政
府
は
５
月
１８
日
か

ら
医
療
用
グ
ロ
ー
ブ
５
千
万

枚
を
放
出
。
在
庫
が
１
カ
月

以
内
と
見
込
む
医
療
機
関

に
、
安
価
に
提
供
す
る
と
し

た
。
し
か
し
発
注
に
は
①
Ｇ

‐
Ｍ
Ｉ
Ｓ
で
在
庫
量
等
の
調

査
に
回
答
、
②
ア
ス
ク
ル
の

購
入
サ
イ
ト
か
ら
必
要
情
報

を
登
録
す
る
―
等
、
手
続
き

が
簡
素
と
は
言
え
な
い
。
手

続
き
や
ス
ピ
ー
ド
の
面
を
考

え
れ
ば
、
医
療
機
関
に
一
律

で
配
布
す
る
等
も
考
え
ら
れ

る
の
で
は
な
い
か
。

　

併
せ
て
協
会
で
は
、
医
療

用
グ
ロ
ー
ブ
を
多
く
使
用
す

る
歯
科
会
員
に
「
医
療
物
資

の
在
庫
・
供
給
状
況
緊
急
ア

ン
ケ
ー
ト
」
を
実
施
。
医
療

用
グ
ロ
ー
ブ
は
８６
％
が
「
入

荷
未
定
」
、
価
格
高
騰
で
は

「
５０
％
程
度
」
、
「
そ
れ
以
上
」

が
２
割
超
の
結
果
で
あ
っ

た
。
「
出
荷
調
整
と
価
格
上

昇
が
同
時
に
起
こ
り
、
医
療

継
続
の
困
難
及
び
コ
ス
ト
増

に
伴
う
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー

の
悪
化
が
心
配
」
、
「
診
療
と

材
料
の
仕
入
れ
に
苦
慮
し
、

物
価
高
騰
で
従
業
員
の
賃
金

を
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

開
業
医
は
や
っ
て
い
け
な

い
」
な
ど
の
意
見
が
寄
せ
ら

れ
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
は

朝
日
新
聞
や
神
奈
川
新
聞
な

ど
で
報
じ
ら
れ
る
な
ど
、
反

響
も
大
き
い
。

　

４
月
３０
日
に
は
日
本
共
産

党
国
会
議
員
団
と
も
懇
談
。

国
の
備
蓄
放
出
（
５
千
万
枚
）

で
は
、
診
療
所
に
お
け
る
１

カ
月
分
の
需
要
（
９
千
万
枚
）

す
ら
満
た
せ
ず
根
本
解
決
に

な
ら
な
い
と
説
明
。
２６
年
度

改
定
の
「
物
価
対
応
料
」
は

今
回
の
資
材
不
足
・
高
騰
は

想
定
し
て
お
ら
ず
、
診
療
報

酬
の
臨
時
改
定
や
補
助
金
等

の
対
応
を
求
め
た
。
ま
た
今

後
、
医
科
の
シ
リ
ン
ジ
や
点

滴
回
路
の
不
足
が
深
刻
化
す

る
恐
れ
が
あ
り
、
迅
速
な
対

応
を
求
め
た
。

　

当
然
な
が
ら
、
多
く
の
医

療
用
資
材
が
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

製
品
で
あ
る
。
こ
の
問
題
が

長
期
化
す
れ
ば
、
診
療
制
限

な
ど
医
療
提
供
へ
の
大
き
な

支
障
が
想
定
さ
れ
る
。
医
療

以
外
に
も
物
流
や
農
業
、
建

築
な
ど
影
響
は
大
き
く
、
国

民
の
生
活
に
直
結
す
る
問
題

で
あ
る
。
政
府
に
は
早
急
な

医
療
機
関
へ
の
補
助
や
原
油

確
保
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

米
国
・
イ
ス
ラ
エ
ル
と
イ
ラ

ン
に
よ
る
戦
争
を
早
期
解
決

に
導
く
外
交
・
対
話
を
強
く

求
め
た
い
。

医
療
の
非
営
利
性
の
侵
害
を
警
鐘

院
内
処
方
は
４
割
超
が
実
施

季
刊
『
国
民
医
療
』
へ
寄
稿
掲
載「

論
考
」
第
６
弾
発
表　

分
業
実
態

　今年6月からの点数改定に関して、

厚労省より5月22日付で「疑義解釈（そ

の6）」が出された。

　電子的診療情報連携体制整備加算や

在宅時医学総合管理料・施設入居時等

医学総合管理料、通院・在宅精神療法

などについて記載されている。詳細は

本紙6月15日号に掲載予定。

　全文は右QRコードや

厚 労 省 H
ホームページ

P、 協 会 H
ホームページ

P か

らご確認いただきたい。

医
療
用
資
材
の
不
足
、

政
府
は
早
期
解
決
に
尽
力
を

二
木
名
誉
教
授
の

新
著
に
謝
辞

　

こ
の
３
月
に
出
版
さ
れ
た
二

　

医
療
政
策
研
究
室
は
５
月
１３

日
、
「
論
考
」
第
６
弾
「
院
内

処
方
の
診
療
所
は
４
割
超
、
処

木
立
・
日
本
福
祉
大
学
名
誉
教

授
の
新
刊
『
フ
ァ
ク
ト
で
展
望

す
る
高
齢
日
本
の
医
療
政
策
―

終
末
期
医
療
・「
生
活
習
慣

病
」・
高
額
療
養
費
制
度
―
』

の
巻
末
で
、
所
属
省
略
で
医
療

政
策
研
究
室
の
高
橋
氏
へ
の
謝

辞
が
掲
載
さ
れ
た
。
こ
れ
は
資

料
・
情
報
提
供
に
対
す
る
も
の

で
、
ほ
か
に
１９
名
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
。

　

医
療
政
策
研
究
室
は
季
刊

『
国
民
医
療
』（
公
益
財
団
法
人
・

日
本
医
療
総
合
研
究
所
）
の
２

０
２
６
年
春
号
（
３
月
１
日
）

へ
寄
稿
し
掲
載
さ
れ
た
。
論
文

タ
イ
ト
ル
は
「
医
療
の
非
営
利

性
の
侵
害
・
医
療
ビ
ジ
ネ
ス
の

跳
梁
―
規
制
強
化
と
放
縦
の
二

律
背
反
と
医
の
倫
理
」
。

　

内
容
は
、
営
利
企
業
に
よ
る

医
療
機
関
経
営
の
策
動
は
こ
の

２０
年
間
な
い
も
の
の
、
参
入
方

法
の
巧
妙
化
が
進
展
し
て
い
る

こ
と
を
詳
述
し
た
も
の
。
近
年

増
加
す
る
一
般
社
団
法
人
に
よ

る
医
療
機
関
開
設
の
設
立
母
体

方
数
は
全
体
の
２
割
／
院
外
併

用
の
院
内
処
方
が
３
割
／
分
業

率
と
医
療
実
態
は
相
違
」
を
発

表
し
た
（
３
面
）
。

　

医
薬
分
業
率
が
８０
％
を
超
え

た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
⑴
医
療

機
関
単
位
で
み
る
と
実
は
、
院

内
処
方
を
実
施
す
る
医
療
施
設

が
４
割
を
超
え
、⑵
う
ち
院
内
・

院
外
の
併
用
施
設
が
３
割
あ

る
。
し
か
も
⑶
そ
の
併
用
施
設

で
の
院
内

：

院
外
は
１

：

１

で
あ
る
こ
と
―
等
を
厚
労
省
の

医
療
施
設
調
査
と
社
会
医
療
診

療
行
為
別
統
計
の
公
表
統
計
を

用
い
て
分
析
し
た
。
ま
た
、
院

内
・
院
外
で
の
疾
患
や
年
齢
階

級
の
相
違
は
な
い
こ
と
も
明
ら

か
に
し
た
。　

　

そ
の
上
で
、
門
前
薬
局
が
未

へ
の
営
利
企
業
参
入
や
、
バ
ー

チ
ャ
ル
空
間
で
の
オ
ン
ラ
イ
ン

診
療
ビ
ジ
ネ
ス
の
出
現
と
跋

扈
、
今
春
か
ら
法
制
化
さ
れ
登

場
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診

施
設
の
問
題
点
を
指
摘
。
併
せ

て
、
往
診
代
行
や
在
宅
医
療
代

行
サ
ー
ビ
ス
、
も
ぬ
け
の
殻
ク

リ
ニ
ッ
ク
な
ど
企
業
家
的
医
師

に
よ
る
事
業
に
関
し
て
も
言
及
。

　

患
者
へ
の
被
害
や
医
療
へ
の

経
済
格
差
導
入
な
ど
の
医
療
の

歪
曲
を
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
、

医
療
の
非
営
利
性
の
担
保
措

置
、
法
整
備
が
必
要
と
説
い
て

い
る
。

だ
増
加
傾
向
に
あ
り
、
医
療
機

関
の
敷
地
内
薬
局
や
薬
局
の
敷

地
内
の
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診

施
設
が
認
め
ら
れ
る
な
ど
厚
労

省
が
促
進
す
る
「
面
分
業
」
や

地
域
分
業
へ
逆
行
す
る
現
状
に

あ
る
こ
と
を
問
題
視
。
院
内
処

方
の
医
療
施
設
は
患
者
の
利
便

性
や
経
済
的
負
担
へ
の
配
慮
が

背
景
に
あ
る
こ
と
も
示
し
、
医

薬
分
業
の
功
罪
に
つ
い
て
全
面

的
な
検
証
が
必
要
だ
と
し
た
。

　

論
考
に
は
、
元
日
医
役
員
、

東
京
内
科
医
会
、
朝
日
新
聞
、

日
本
医
事
新
報
、
し
ん
ぶ
ん
赤

旗
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
日
医

総
研
な
ど
か
ら
反
響
が
あ
っ
た
。

定

時
総

会

協

賛

定

時
総

会

協

賛

大
樹
生
命
保
険

大
樹
生
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保
険　

株
式
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社

株
式
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都
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東
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ソ
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プ

エ
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ワ
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プ

海
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海
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株
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（
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京
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京
ビ
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四
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安
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の
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一
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医

学

通

信

社
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京
都
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田
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保
町
二
―
六
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十
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富
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生
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富
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さ
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る
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来
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小
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力
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来
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球
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限
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社

有
限
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ホ
テ
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業
研
究
所

ホ
テ
イ
産
業
研
究
所

鎌
倉
市
鎌
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山
四
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九

鎌
倉
市
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山
四
―
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―
一
九
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テ
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京
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代
田
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神
田
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七
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き
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東
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三
（
三
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四
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四
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六
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横
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区
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と
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六
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二
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み
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グ
ラ
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ド
セ
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ラ
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ワ
ー
五
階
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み
ら
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ラ
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ド
セ
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ワ
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五
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神
奈
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用
組
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神
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横
浜
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八
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指
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神
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指
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町
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ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
二
階
）

（
Ｔ
Ｓ
プ
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ィ
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階
）

理
想
科
学
工
業
株
式
会
社

神
奈
川
営
業
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浜
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区
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〇
九
帝
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関
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ビ
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式
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医療政策研究室
だより Vol.9

医療政策研究室
だより Vol.10

＊ 医科の新点数研究会や歯科

診療報酬改定の解説動画は

協会H
ホームページ

P「いい医療ドットコ

ム」からご覧いただけます。

新
点
数
研
究
会
の
動
画
配
信
中

新
点
数
研
究
会
の
動
画
配
信
中

医科第一次・
外来

医科第一次・
入院

医科第二次

歯科

疑義解釈
（その6）

診療報酬

2020

改定
診療報酬

2020

改定
20262026
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院内処方の診療所は4割超、処方数は全体の2割
院外併用の院内処方が3割　分業率と医療実態は相違

はじめに 

　医薬分業率が80％を超えた（令和7年社
会医療診療行為別統計）。これをもって、医
療機関の多くは院内処方をしていないと
捉え、診療報酬改定でも薬価の問題はあま
り考慮しない状況が医療界で散見される。
　しかし、院内処方をする医療機関は少な
くないのが肌感覚である。ただ、分業率に
関する報道や資料は目にするものの、医療
機関の院内処方、院外処方の実態に関する
調査発表は目にする機会がない。
　この問題意識の下、資料や調査を渉猟
し、唯一、厚労省の医療施設調査（静態調
査）の公表統計にその数字があることを確
認した。灯台下暗しであるが、この調査と
厚労省の社会医療診療行為別統計を主に
利用し、医療機関単位での処方の実態の分
析と解明を試みた。
　結果は、分業率が8割へと進んだとはい
え、院内処方を行っている医療機関はいま
も全国で4割以上あった。このことは薬価
や薬剤の患者負担は、薬局のみならず医療
療機関が直面する問題であることを意味
している。
　このことについて、分析結果の仔細とと
もに以下に詳述し、いくつかの提言をする。

医薬分業率とは何か、算出方法はどうするのか
　医薬分業率は院外処方率として厚労省
は診療行為別統計の概況で公表している。
直近の令和6年（2024年）は総数で81.4％と
なっており、前回と比べ1.2ポイント上昇し
ている。病院・診療所別にみると、病院が
83.6％、診療所が80.9％となっている（図1）。
　この計算方法は次の通りである。

院外処方率（％）=処方箋料の算定回数÷
（処方料の算定回数+処方箋料の算定回
数）×100

　平成8年（1996年）は総数20.1％、病院
15.9％、診療所22.2％であり、隔世の感が
ある（表1）。
　これとは別に日本薬剤師会は、処方箋
受取率を医薬分業促進の指標としている。
直近の令和6年（2024年）3月調剤分は全
国で80.1％となっている。
　この計算方法は以下の通りである。

処方箋受取率（％）=処方箋枚数（薬局
での受付回数）÷（医科診療〈入院外〉
日数×医科投薬率+歯科診療日数×歯科
投薬率）×100

　ここで用いている「投薬率」とは、社会
医療診療行為別統計の直近3年分（令和3
年～令和5年）のデータの平均値より、医
科を66.5％、歯科を9％として計算された
値である。
　厚労省と日薬のいずれも、院内処方と
院外処方（処方箋）の数に着眼して算出
した数字である。これは医療施設単位で

の処方様態、分業実態とは異なる。

薬価差圧縮でも院内処方は存在　

向きあう薬の問題

　長年の機能分化や紹介外来制の定着も
あり、外来患者の7割強は診療所が診てい
る。必然的に処方数も診療所は全体の8割
を占める。一方、薬価引き下げ圧力によ
る薬価差益の大幅縮小もあり、院内処方
を切り替える医療施設が増え、院外処方
数は増加をしてきた。
　薬価の決定方法も変化した。薬価の建値
制の導入や、市場調査を基にしたバルクラ
イン方式から加重平均値方式への変更、R
ゾーンの導入、薬価の毎年改定などを経て、
薬価引き下げは連綿と続いてきている。
　先発医薬品（長期収載品）の選定療養
化により薬価の部分的保険外しと特別料
金（差額徴収）が2024年10月には導入さ
れた。特別料金の計算に薬剤料の点数算
定ルールが適用され15円（1点）以下の低
薬価品目で、患者負担額が倍増する等の
矛盾が生じているが放置されたまま、
OTC類似薬へも拡大される方向にある。

これら経営面でも患者説明対応でも課
題があるものの、だからといって全ての
医療機関が院内処方をやめて院外処方へ
と切り替えてはいない。
　昨今の医薬品不足による納入困難化に
あっても、また昔から院外処方率が高い
眼科や小児科でも、院内処方の医療機関
はいまだ現存している。
　なお、「院内処方数」と「院外処方数」
の合計が「処方数」となる。院内処方は
文字通り、医師が院内で処方し調剤した
ものであり、院外処方は医師が処方箋を
発行し薬局で調剤したものである。

医療施設の5割弱が院内処方を実施　

病院は約9割 

　処方施設の全体状況は（表2）の通りで
ある。医療施設全体では院内処方を47.4％
が実施しており、診療所は43.3％、病院は
89.0％となっている。
　院内処方のみ（表中「院内のみ」）の施
設は、全体で11.9％（診療所で12.1％、病
院で9.3％）と少ないものの、院内処方と
院外処方を併用している施設（表中の「院
内外」）が、全体で35.5％（診療所が31.2％、
病院は79.7％）と、意外と多くあることが
影響している。
　分業率（院外処方率）が高い状況から、
この併用に関し極めて部分的な院内処方
の利用と思われがちだが内実は違ってい
る。「院内外」施設の処方状況はどうかを
調べると、診療所は部分的な院内処方の
活用などではないことがわかった（表3）。
　診療所の場合はその処方数の内訳構成
が、院内：院外が49.0％：51.0％で、ほぼ1：
1で、半分ずつ、となっている。部分的な併
用ではない。院内処方も主力になってい

る。
　一方、病院は院内：院外は21.3％：78.7
％で、ほぼ1：4となっており、部分的に
院内処方、大多数は院外処方が実態である。
　このように「院内外」併用施設は診療所
と病院で併用内容に特徴がみられる。

3割占める院内・院外併用施設は患者毎に使い分け

　この「院内外」併用というのは施設単位
の処方様態であり、ひとりの患者での院内
と院外の処方の混在を意味するものでは
ない。医療施設調査の「院内外」は施設単
位での併用を意味している。
　ひとりの患者への院内と院外との混在
の状況は、レセプト単位での混在を「院内
外」として示す診療行為別統計の統計表を
用いることでわかる。混在は全患者の0.3
％（令和6年社会医療診療行為別統計・薬剤
の使用状況　医科診療 第5表）にすぎず、実
に極少である。
　つまり、このことから「院内外」処方施
設は患者ごとに院内処方と院外処方を使
い分けしていることがわかる。

処方数は院内2割、

1施設あたり処方数は院外の半分

　医薬分業の状態を処方数でみると（表
3）、全体で院内処方22.5％（診療所22.3％、
病院23.0％）、院外処方77.5％（診療所77.7
％、病院77.0％）となる。院内処方は2割、
院外処方8割と先にみた「分業率」と同程
度の数値となる。
　「院内のみ」施設の処方数は、全体で6.4
％（診療所7.4％、病院3.4％）しかなく、
処方施設数割合11.9％よりもウエイトが半
分近く低い。逆に「院外のみ」施設は処方
数の割合が全体48.3％で、施設割合の52.6
％と同程度、「院内外」の処方数は全体
45.2％で、処方施設数割合35.5％を大幅に
上回っている（表A）。
　つまり、この概況から「院内のみ」施設
は、1施設あたりの処方数が少ない、とい
うことがみてとれる。
　実際に算出すると（表4）のとおりとなる。
処方数の8割を占めている診療所で1施設
あたりの処方数をみると、「院内のみ」施
設 が484.4に 対 し、「 院 外 の み 」 施 設 は
868.9であり、「院内のみ」の処方数は「院
外のみ」の約1/2となっている。
　ちなみに「院内外」施設の処方数は院内
分377.5だが院外分も同程度の392.9あり計
770.5となる。
　診療所1施設あたり、トータルの院内処
方の合計は407.4、院外処方の合計699.8。
院内処方の処方数は院外処方の6割弱程度
と少ない。

院内処方は脊髄障害、

年齢階級別は院内 ・ 院外は同様

　先にみたように、院内・院外の併用処方
施設は、患者毎に使い分けをしていること
がわかっている。そこで、院内処方と院外
処方で何らかの患者像の差異があるか、診
療行為別統計を基に調べた（表5）。
　対象疾患に関し、傷病（中分類）で整理
すると、「高血圧性疾患」が院内、院外と
もに筆頭で構成比でも1割で同程度であ
る。以下、疾患で順位の異同や構成比で若
干の相違があるが大きくは違っていない。
　院内処方は「その他の眼及び付属器の疾
患」が第2位で構成比も5.5％と院外処方の
3.5％より2％ポイント多いのと、糖尿病と
喘息が若干、低い程度である。
　対象疾病で相違があるのは上位12位ま
でに、院内処方には「脊椎障害（脊椎症を
含む）」と「症状,徴候等で他に分類されな
いもの」があり、院外処方に「アレルギー
性鼻炎」と「気分［感情］障害（躁うつ病
を含む）」があることだが、いずれも構成

比で2％台である。
　年齢階級別で院内処方、院外処方の患者
構成も比較してみたが（表6）、上位10階級
の順位は同一であり、構成比率も違いがな
い。上位1、2位の「75～79歳」と「70～74歳」
で、院内処方が院外処方より各々1％ポイン
ト多い程度ある。
　11位以下の階級順位はバラつくものの
各々の階級の構成比は同程度である。院外
処方の11位の「05～09歳」が「院外処方」
15位のそれより1.3％ポイントと若干多い程
度である。
　内実に関しては別途調査が必要だと思われる。

地域格差はある　医療文化の違い 

　地域ごとに差異があるかについて、診療
所の都道府県ごとの状況を調べ、院内処方
実施の施設数と院内処方数に着目してその
割合を表にまとめた（表7）。院外処方につ
いては割愛した。表は各々の項目で上位10
位までに色付けをした。また差異がわかり
やすいようグラフ化（図2）、（図3）をした。
　結果は、院内処方の実施施設割合は、福
井県の7割超（71.1％）を筆頭に北陸が高く
なっている（石川県60.3％、富山県58.9％）。
　全国的にも、院内処方実施の診療所は徳
島65.5％、和歌山62.1％、愛媛60.4％、京都
59.4％が6割と高く、群馬56.7％、長野55.9％、
島根56.6％、岡山56.8％、香川55.0％も5割
後半で高い。
　これらの施設は院内処方が当該県の全体
の処方数に占める処方割合も3割台後半から
4割台と高い傾向にあるが、長野県（施設割
合55.9％、処方割合24.0％、以下同）、島根
県（56.6％、25.3％）、香川県（55.0％、29.8
％）などは処方割合が3割を切っている。
　一方、逆に院内処方の実施施設の割合が低
いのは、新潟県29.0％、神奈川県29.6％が3割
を割り、処方割合も1割台と低い。次いで、
北海道35.2％、宮城県33.4％、埼玉県39.2％、千
葉県35.9％、東京都37.6％、広島県39.2％、福岡
県35.1％、佐賀県34.3％、沖縄県37.7％が3割
台で、処方割合も殆どが1割台となっている。
　この都道府県の地域差は、地域の生活圏、
診療圏における医療機関の分布状況や、医
療文化の違いなどが要因として考えられる。

過去20年院内処方のみ施設大幅減　

併用施設は不変 

　試しに処方数割合と処方施設割合と、人
口10万人対比での医療機関数と薬局数との
相関を各々、都道府県単位で調べてみたが、
関係性は認められなかった。ただ地域偏在
や一地域集中などもあり得るため、医療圏
や市町村単位、中学校区単位などの仔細な
統計データによる分析が必要と思われる。
　現在、4割強ある、診療所での院内処方施
設の割合を過去に溯ってみた。平成14年

（2002年）調査から、処方施設数（院内・院
外）や処方数（院内・院外）の調査項目と
なり仔細な統計データが公表されている（表
8）。
　院内処方の実施施設は、平成14年（2002年）
に68.6％あった。これが令和5年（2023年）に
43.3％へと約20年で25％ポイントほど減少
している。内実を見ると院内外併用の施設
が26.0％から31.2％へと約5％ポイント増加
と大きな変動がないものの、院内処方のみ
施設が42.7％から12.1％へと約30％ポイント
と大幅に減少していることが影響している。
　院内外併用の施設の処方数の院内と院外
の割合に関してはデータが公表されている
平成26年（2014年）以降でみると院内処方
が微減傾向はあるが、ほぼ1：1で大きくは
変化がない（表9）。

薬剤比率は病院は復元し約27％

診療所は約20％

　一方、診療報酬における薬剤費の比率は

≪要点≫

1. 医薬分業率が8割だが、実は院内処方を行う診療所は4割を超えている。

福井県の7割超を筆頭に北陸は高い。

2. 全国的にも、院内処方診療所は徳島、和歌山、愛媛、京都が6割と高く、

群馬、長野、島根、岡山、香川も5割後半で高い。

3. 院内処方のみの診療所は12%だが、院外処方を併用する「院内・院外」

処方の診療所が31%ある。

4. 「院内外処方」診療所の処方内訳は院内と院外が、全国でほぼ5:5と、半

分ずつであり、部分的な院内処方ではない。

5. 処方数は院内が全体の2割である。1施設の処方数が院内407件に比し院

外のみ869件（施設6割弱）と倍量の格差。

6. 医科の診療報酬の薬剤比率は依然と20%ある。使用実態や処方実態から、

薬価や薬剤負担は医療機関の課題である。

7. 分業率は処方料と処方箋料の算定数を分母とし処方箋料の算定数を分子

とした比率であり、診療実態とは相違する。
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医療機関全体では、1996年の28.5％から
2024年の24.4％へと若干の減少にとどま
っている。病院は1996年の26.0％から
2007年の18.0％へと減少基調で推移し、
一転して2008年から増加基調となり2024
年に26.8％へと復元している。
　診療所は1996年の34.5％から2024年の
19.7％へと往時の6割程度へと比率を下げ
てはいるが、依然と約2割を占めており、
低くはない（参考）。

院内処方施設は患者の利便性と

経済負担軽減に配慮 

　院内処方は院外処方に比べて、医療機関
が得られる診療報酬は低い。院内処方は処
方料42点と調剤料11点の計53点であり、院
外処方の処方箋料60点より低い。また昔の
ように薬価差益が20％もあった時代と異
なり現在は数％程度しかなく、保管損耗分
を勘案すると医薬品を購入し院内処方を
する経済的メリットは殆どない。
　しかも、院内処方は、医薬品の保管ス
ペースの確保や納品・仕分け・不足品の
発注、消費期限切れの薬品廃棄などの在
庫管理のため時間と人員や、調剤のため
の設備・器材、薬剤師などの人員を必要
とする。入院患者への投薬・注射が常態の、
病院での外来患者への院内処方と違い、
診療所では経済的なメリットはない。
　逆にいうと、患者にとっては院外処方
で医療機関での処方箋料60点と薬局での
調剤基本料など約300点に伴う患者負担
1,080円（3割負担の場合）を支払うのと
違い、院内処方は159円と経済的に軽い負
担で済む。院外処方は医療機関の受診と
薬局での医薬品の調剤と2カ所に足を運ぶ
のに対し、院内処方ならワンストップで
医薬品の説明を受け、会計も一度で済む。
高齢者や乳幼児を抱える保護者などの利
便性は高い。
　医薬分業は医師、薬剤師の専門性の発
揮や、薬剤師による処方監査、重複投薬
や飲み合わせや誤投薬のチェック、複数

の医療機関受診の患者に対する薬局での
患者の服薬状況の一元管理など、そのメ
リットが唱えられ、各種の政策誘導が図
られ、今日に至っている。
　しかし、既にみたように、院内処方を実
施する医療機関は4割と厳然として存在
し、実施率が高率の地域もある。このこと
は、経済的リスクをとりながらも、患者の
経済負担と利便性に配慮し、院内処方を実
施してきていることを意味している。
　先にみた、院内処方のみ施設の減少だ
が、これは累計で約▲16％となった、20
数年来の診療報酬のマイナス改定（ネッ
ト）の下、経営的に厳しくなり、院外処
方へと切り替えていったことが伺われる。
　ただ、それでも院内処方を実施し続け
ている、診療所の姿がみてとれる。

分業への現場評価は否定が肯定上回るも、3分割

　この医薬分業は、果たして患者のため、
医療機関のためになっているのか。
　日医総研ワーキングペーパー№430「調
剤報酬と医薬分業の現状―医科と調剤の
関係に注目して―」（日本医師会総合政策
研究機構・前田由美子氏　2019年5月28
日）*1では、調剤技術料の変遷や大手調剤
薬局の業績、患者負担などを仔細に分析。
その上で、「対物業務から対人業務」を合
言葉に服薬指導など調剤報酬を厚く評価
してきたものの患者にメリットがないと
指摘されている、と厚生科学審議会医薬
品医療機器制度部会の「医薬分業に関す
るとりまとめ」を引き問題提起している。
　少し古くなるが、当協会政策部では
2015年に医科会員3,155名を対象に「医薬
分業に関するアンケート」調査を実施し
た（回答率18.6％、回答数588、実施期間5
月26日～6月7日、FAX送信でFAX返答）*2。
これは規制改革会議が医療機関の施設内
や敷地内への調剤薬局の開設を求め、総
務省が関連の斡旋を厚労省に通知したこ
とを背景に医薬分業に関する会員の意識
把握を目的に実施したものである。

　この中で、医薬分業は「患者のために
なっていると思うか」の設問に対し、「な
っていない」40.88％、「なっている」29.9
％、「わからない」28.2％と、否定的評価
が肯定的評価を上回っている。
　一方、医薬分業は「医師のためになっ
ていると思うか」に対しては、「なってい
る」46.4％、「なっていない」28.1％、「わ
からない」25.2％と逆転し、肯定的評価
が否定的評価を上回っている。
　この設問は「意見」欄を設けていないが、
欄外に双方あわせて64件（10.9％）のコ
メントが記されている。そこから、患者
のために「なっていない」は、嵩む患者
負担の大きさや費用と均衡しないサービ
スへの批判があり、逆に「なっている」は、
複数医療機関受診、処方薬の二重チェッ
クや薬の説明を挙げている。
　医師のために「なっている」のは、在
庫を抱えなくて済む経営上の利点、物販
から解放され医療に専心できる点が、逆
に「なっていない」では災害時等を考え
れば在庫も必要と説くものもある。
　患者、医師いずれにとっても「わから
ない」が25％前後あり、白黒つけられな
い現状も縷々記されている。
　ほかにダブルチェックの有効性を認め
ながらも改善の必要性を説くものや、医
薬分業に乗じ営利企業と営利薬剤師が暴
利をむさぼっただけ、結果的に医療機関
の薬価差が解消された、院内を門前化し
ただけなど政策による翻弄への批判とと
もに、薬剤師の質に左右されるとするも
のが数多くみられた。
　このように医薬分業への医療現場の評
価は、否定・肯定・不明で3つに割れてい
た。以降の薬剤を巡る諸施策の変転をみ
るにつけ、現在もこの評価はさほど変わ
っていないと思われる。

分業の詳細調査分析と検証、

政策思想の確立が肝要

　当協会の調査以降、2016年に厚労省は

「規制改革実施計画」（平成27年6月30日閣
議決定）に基づき、敷地内薬局を認める通
知を発出。「面分業推進」に逆行する施策が
敷 か れ、現 在 ま で400件 弱 が 誕 生 す る

（2023年6月時点で371件）。2026年の調剤
報酬改定では更に一転。門前型薬局や医療
モール型薬局の設立が続出し、多くの薬局
は依然として立地に依存しており、このま
までは地域移行も全く進まないとし、門前
薬局等の立地に依存する薬局に対する評
価を見直した。門前薬局等の新規参入を防
ぐ「門前薬局等立地依存減算」▲15点を導
入し基本調剤料47点の評価を下げた。
　懸案だった医療法改定で創設された「オ
ンライン診療受診施設」（オンライン診療
専用のハコもの施設・ブース）の薬局内
併設、同一敷地内設置へは患者誘導を防
ぐ観点で、強力な減算措置▲42点がとら
れたが、併設は可能であり無医地区等は
減算が除外されている。
　「門前」から「かかりつけ」、そして「地
域」へ、を謳う薬局ビジョンが策定され
10年余が経過したが、門前薬局は2015年
時点から増加しており、施策の不整合や
政策思想の欠如を問われかねない。
　2025年の財務省財政制度等審議会の「春
の建議」や、同年12月5日の中医協総会での
支払側から、処方箋料を引き下げ処方料
と同水準とすべきと主張がなされている。
しかし、処方料を引き上げるのが筋である。
　医薬分業に関し、医療施設や地域の医
療資源に着眼した詳細な調査分析ととも
に、患者・医療機関・薬局の意識調査も
行い、総合的な検証をすべきだと考える。
　医療人材や医療資源、医療財源の効率
的・有効的活用の観点からも必須だと思
われる。 2026年5月13日

＊1： 「調剤報酬と医薬分業の現状―医科と調剤の関

係 に 注 目 し て ―」https：//www.jmari.med.or.

jp/result/working/post-436/

＊2： 神奈川県保険医新聞2015年9月5日「協会『医薬

分業アンケート』まとめ　営利参入・チェーン

化に反対が5割超」

◆図表 表A 処方様態別の施設数割合と処方数割合 表2 院内 ・ 院外処方施設の割合 （施設単位での医薬分業率）

1）令和5年　医療施設調査（静態調査）全国編　第61表、第149表より作成
2） 「総数」は処方実施施設の合計。「院内のみ」は院内処方のみの施設。「院外のみ」は院外処方のみの施設。「院内外」は院内処方と院外処方の併用。
3） 「院内合計」＝「院内のみ」＋「院内外」。「院外合計」＝「院外」＋「院内外」。「比率」は総数に占める割合。「構成比」は総合計数に対する割合。

表3 院内・院外処方数の施設別割合 （施設単位での処方数の状況）

1）令和5年　医療施設調査（静態調査）全国編　第61表、第149表より作成          
2）「総数」は処方実施施設の合計。「院内のみ」は院内処方のみの施設。「院外のみ」は院外処方のみの施設。「院内外」は院内処方と院外処方の併用。   
3）「院内合計」＝「院内のみ」＋「院内外」。「院外合計」＝「院外」＋「院内外」。         
4)「処方数」は院内は回数、院外は枚数。「構成比」は総合計数への割合。「比率」は総数の処方数への割合。「内訳構成比」は「院内外」の処方数の内訳構成。

＊以下の表2、表3より作成

図2 院内処方の施設 （院内のみ＋院内外） 割合と処方 （処方料） 割合　（都道府県別）

全ての図表を掲載した当該
「論考」は協会HPからお読み
いただけます。

施設数割合 処方数割合

院内処方のみ 11.9％ 6.4％

院内外併用 35.5％ 45.2％

院外処方のみ 52.6％ 48.3％



昭和３８年８月２３日
第三種郵便物認可 神 奈 川 県 保 険 医 新 聞 （毎月３回５の日発行） （ ）2026 年 6 月 5 日 4第 2321 号5（ ）

手
に
入
ら
な
い
。
診
療
と
材
料

の
仕
入
れ
の
た
め
苦
慮
し
、
物

価
高
騰
し
従
業
員
に
も
賃
金
を

上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
開
業

医
は
や
っ
て
い
け
な
い
」
と
い

っ
た
声
が
寄
せ
ら
れ
た
。

　

こ
の
他
、
▽
買
い
占
め
へ
の

不
安
・
メ
デ
ィ
ア
へ
の
期
待

（「
メ
デ
ィ
ア
の
煽
り
報
道
は
い

い
か
げ
ん
に
や
め
て
い
た
だ
き

た
い
。
必
要
以
上
に
買
い
占
め

て
い
る
医
院
が
多
い
と
思
わ
れ

る
。
毎
年
ち
ゃ
ん
と
棚
卸
作
業

を
し
て
い
れ
ば
、
ど
の
商
品
が

一
年
間
で
ど
の
位
必
要
か
わ
か

る
は
ず
で
あ
る
。
医
科
・
歯
科

含
め
、
グ
ロ
ー
ブ
５
千
万
枚
を

放
出
し
て
も
個
人
の
医
院
に
グ

ロ
ー
ブ
は
１
０
０
枚
も
こ
な
い

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
サ
イ

ズ
も
希
望
通
り
の
も
の
が
も
ら

え
る
わ
け
で
も
な
い
と
思
い
ま

す
。
残
念
な
が
ら
期
待
で
き
な

い
で
す
」
、「
テ
レ
ビ
等
で
、
グ

ロ
ー
ブ
が
無
い
と
か
メ
デ
ィ
ア

が
言
う
と
、
た
く
さ
ん
買
い
こ

ん
で
し
ま
う
の
で
困
る
。
メ
ー

カ
ー
の
人
も
、
風
評
被
害
だ
と

言
っ
て
い
る
」
）、
▽
麻
酔
薬
な

ど
ほ
か
の
物
資
不
足
に
つ
い
て

（「
麻
酔
薬
は
、
高
価
な
も
の
は
、

早
め
に
着
き
ま
す
が
、
５
～
６

倍
値
段
が
ち
が
い
ま
す
」
、「
麻

酔
液
も
ま
だ
届
い
て
お
ら
ず
、

苦
労
し
て
い
ま
す
」
、「
麻
酔
薬

も
不
足
（
全
く
入
荷
し
な
い
）」、

「
消
毒
用
エ
タ
ノ
ー
ル
も
不
足

し
て
い
る
」、「
金
パ
ラ
の
価
格

高
騰
に
大
変
困
惑
し
て
お
り
ま

す
」
）
―
な
ど
の
意
見
が
寄
せ

ら
れ
た
。

協会ホームページには医療用手袋以外の円グラフも掲載しています。

プ
ロ
ン
２３
・
８
％
、
注
射
器

２６
・
５
％
、
滅
菌
バ
ッ
グ
２１
・

９
％
）
、
「
通
常
通
り
入
荷
」
は

１
割
程
度
（
エ
プ
ロ
ン
７
・
３

％
、
注
射
器
１０
・
２
％
、
滅
菌

バ
ッ
グ
８
・
６
％
）
だ
っ
た
。

　

マ
ス
ク
は
他
４
種
類
の
医
療

物
資
よ
り
は
流
通
し
て
お
り
、

「
入
荷
時
期
未
定
」
５５
・
８
％
、

「
継
続
的
に
入
荷
」
２７
・
３
％
、

「
通
常
通
り
入
荷
」
１６
・
９
％

だ
っ
た
。
そ
れ
で
も
「
入
荷
時

期
未
定
」
が
半
数
を
上
回
っ
た
。

　

意
見
欄
に
は
、「
グ
ロ
ー
ブ
、

エ
プ
ロ
ン
が
、
ど
の
サ
イ
ト
も

販
売
未
定
の
と
こ
ろ
が
多
く
、

今
は
ま
だ
足
り
て
い
る
が
、
こ

の
状
況
が
い
つ
ま
で
続
く
の
か

わ
か
ら
な
い
こ
と
が
一
番
心
配

で
す
」
、
「
麻
酔
薬
が
全
然
入
荷

し
て
こ
な
い
の
で
大
変
困
っ
て

お
り
ま
す
。
グ
ロ
ー
ブ
も
衛
生

士
の
使
用
す
る
分
が
、
在
庫
が

日
々
減
っ
て
い
ま
す
。
エ
プ
ロ

ン
・
滅
菌
バ
ッ
グ
も
メ
ー
カ
ー

に
在
庫
が
無
い
為
、
注
文
も
出

　

前
述
の
医
療
物
資
５
種
類
の

在
庫
状
況
に
つ
い
て
、
「
充
足

し
て
い
る
」
、「
不
足
気
味
」
、「
枯

渇
し
て
い
る
」
の
三
段
階
評
価

で
尋
ね
た
（
単
一
回
答
）
。

　

そ
の
結
果
、
医
療
用
手
袋
が

「
枯
渇
し
て
い
る
」
と
回
答
し

た
の
は
２６
・
７
％
だ
っ
た
。
「
不

足
気
味
」
は
５５
・
９
％
、「
充
足
し

て
い
る
」
は
１７
・
４
％
だ
っ
た
。

「
枯
渇
し
て
い
る
」
と
「
不
足
気

味
」
を
合
わ
せ
る
と
８
割
を
超

え
、
そ
の
割
合
は
調
査
し
た
医

療
物
資
の
中
で
最
も
高
か
っ
た
。

　

エ
プ
ロ
ン
と
注
射
器
は
概
ね

来
ず
困
っ
て
お
り
ま
す
。
先
行

き
が
不
安
な
日
々
を
送
っ
て
お

り
ま
す
。
死
活
問
題
で
す
」
と

い
っ
た
声
が
寄
せ
ら
れ
た
。

＊
「
手
袋
は
患
者
ご
と
に
取
り

換
え
る
た
め
、
消
費
量
は
月

千
枚
に
上
る
」
（
４
月
１２
日

付
け
神
奈
川
新
聞
よ
り
。
ふ

た
む
ら
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

〈
川
崎
市
中
原
区
〉
）

注
射
器
４６
・
８
％
）
、「
充
足
し

て
い
る
」
が
約
３
割
（
エ
プ
ロ

ン
２８
・
５
％
、
注
射
器
３２
・
１

％
）
だ
っ
た
。

　

滅
菌
バ
ッ
グ
は
「
枯
渇
し
て

い
る
」
が
医
療
用
手
袋
よ
り
３
・

２
ポ
イ
ン
ト
高
い
２９
・
９
％
だ

っ
た
一
方
、
「
充
足
し
て
い
る
」

も
医
療
用
手
袋
よ
り
１３
・
２
ポ

イ
ン
ト
高
い
３０
・
６
％
だ
っ
た
。

「
不
足
気
味
」
の
割
合
は
調
査

し
た
医
療
物
資
の
中
で
最
も
低

い
３９
・
５
％
だ
っ
た
。

　

マ
ス
ク
は「
枯
渇
し
て
い
る
」

１１
・

３

％
、
「

不

足

気

味

」

４３
・
１
％
、「
充
足
し
て
い
る
」

４５
・
６
％
で
あ
り
、
調
査
し
た

医
療
物
資
の
中
で
は
比
較
的
充

足
し
て
い
る
と
い
う
結
果
に
な

っ
た
。

　

意
見
欄
に
は
「
コ
ロ
ナ
期
に

マ
ス
ク
で
す
ご
く
困
っ
た
の

で
、
い
つ
も
多
め
に
キ
ー
プ
す

る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
」
と
の

記
載
も
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
「
現
在
、
不
足
す
る

と
な
る
前
に
購
入
し
て
い
た
の

で
、
充
足
は
し
て
い
る
が
、
注

文
し
て
も
入
荷
未
定
な
の
で
、

今
後
の
行
方
が
分
か
ら
ず
不

安
。
年
末
ま
で
も
つ
か
…
」、「
今

の
と
こ
ろ
不
足
し
て
い
る
こ
と

は
な
い
で
す
が
、
戦
争
が
続
い

て
原
料
が
不
足
す
る
と
現
状
と

は
違
っ
て
く
る
可
能
性
が
あ
る

と
思
い
ま
す
」、「
今
の
と
こ
ろ

不
足
し
て
い
る
も
の
は
あ
り
ま

せ
ん
」
な
ど
、
現
時
点
で
は
不

足
し
て
い
な
い
と
の
記
載
も
あ

っ
た
一
方
で
、
不
透
明
な
先
行

き
を
懸
念
す
る
声
が
寄
せ
ら
れ

た
。

　

前
述
の
医
療
物
資
５
種
類
の

価
格
高
騰
の
状
況
に
つ
い
て
、

「
変
わ
ら
な
い
」、「
１０
％
程
度
」、

「
３０
％
程
度
」
、「
５０
％
程
度
」、

「
そ
れ
以
上
」
―
の
五
段
階
評

価
で
尋
ね
た
（
単
一
回
答
）
。

　

そ
の
結
果
、
価
格
高
騰
の
幅

が
最
も
大
き
か
っ
た
の
は
医
療

用
手
袋
だ
っ
た
。
具
体
的
に
は

「
１０
％
程
度
」
３０
・
５
％
が
最

も
多
く
、
「
３０
％
程
度
」
は

２９
・
１
％
、
「
５０
％
程
度
」
は

１４
・
６
％
、「
そ
れ
以
上
」
は
７
・

３
％
だ
っ
た
。
「
５０
％
程
度
」

と
「
そ
れ
以
上
」
を
足
し
合
わ

せ
た
〝
５０
％
程
度
以
上
〟
の
割

合
は
２１
・
９
％
で
あ
り
、
約
２

割
だ
っ
た
。
同
じ
要
領
で
計
算

し
た
〝
１０
％
程
度
以
上
〟
は

８１
・
５
％
で
８
割
に
達
し
た
。

「
変
わ
ら
な
い
」
は
３
番
目
に

多
い
１８
・
５
％
だ
っ
た
。

　

エ
プ
ロ
ン
、
注
射
器
、
滅
菌

バ
ッ
グ
、
マ
ス
ク
の
４
種
類
は

概
ね
同
様
の
傾
向
を
示
し
た
。

「
変
わ
ら
な
い
」が
最
も
多
く
、

次
い
で
「
１０
％
程
度
」
が
約
３

割
、「
３０
％
程
度
」
が
約
２
割
、

「
５０
％
程
度
」
と
「
そ
れ
以
上
」

は
５
％
前
後
だ
っ
た
（
詳
細
は

協
会
Ｈ

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

Ｐ
に
掲
載
）
。
た
だ
し
、

▽
注
射
器
の
「
変
わ
ら
な
い
」

は
４６
・
８
％
で
５
割
に
近
く
、

▽
エ
プ
ロ
ン
の
「
５０
％
程
度
」

は
７
・
６
％
―
だ
っ
た
。

　

「
５０
％
程
度
」
と「
そ
れ
以
上
」

を
足
し
合
わ
せ
た
〝
５０
％
程
度

以
上
〟
の
割
合
に
つ
い
て
は
、

高
い
順
に
、
▽
医
療
用
手
袋

２１
・
９
％
、
▽
エ
プ
ロ
ン
１１
・

０
％
、
▽
滅
菌
バ
ッ
グ
９
・
３

％
、
▽
注
射
器
５
・
１
％
、
▽

マ
ス
ク
８
・
９
％
―
だ
っ
た
。

　

意
見
欄
に
は
、「
通
常
ル
ー

ト
以
外
で
買
入
す
る
と
、
倍
の

価
格
に
な
る
物
が
多
い
で
す
」
、

「
ネ
ッ
ト
で
も
２
倍
の
値
段
の

グ
ロ
ー
ブ
、
滅
菌
バ
ッ
ク
は
ま

だ
購
入
で
き
そ
う
だ
が
、
２
倍

と
な
る
と
…
」
、「
今
後
、価
格
上

が
る
予
定
と
言
わ
れ
て
い
る
」

と
い
っ
た
声
が
寄
せ
ら
れ
た
。

意
見
欄

煽
り
報
道
、

買
い
占
め
や
め
て

　

意
見
欄
は
、
供
給
状
況
・
在

庫
状
況
・
価
格
高
騰
に
つ
い
て

と
、
そ
れ
に
伴
う
先
行
き
不
安

が
主
だ
っ
た
。
具
体
的
に
は「
出

荷
調
整
と
価
格
上
昇
が
同
時
に

起
こ
っ
て
お
り
、
医
療
継
続
の

困
難
及
び
、
コ
ス
ト
増
に
伴
う

キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
の
悪
化
が

心
配
で
す
」
、
「
個
人
の
歯
科
で

は
、
薬
・
麻
酔
薬
も
入
ら
な
い

状
態
で
あ
っ
た
が
さ
ら
に
追
い

う
ち
で
、
こ
れ
程
の
材
料
が
入

ら
な
く
な
り
毎
日
入
手
す
る
た

め
に
時
間
を
使
い
、
そ
れ
で
も

同
様
の
傾
向
だ
っ
た
。
「
枯
渇

し
て
い
る
」
は
約
２
割
（
エ
プ

ロ
ン
２２
・
８
％
、
注
射
器
２１
・

２
％
）
で
、
「
不
足
気
味
」
が

５
割
弱
（
エ
プ
ロ
ン
４８
・
７
％
、

　

▽
医
療
用
手
袋
（
グ
ロ
ー

ブ
）、▽
マ
ス
ク
、
▽
エ
プ
ロ
ン
、

▽
注
射
器
、
▽
滅
菌
バ
ッ
グ
―

の
５
種
類
に
つ
い
て
、
メ
ー
カ

ー
等
か
ら
の
供
給
状
況
を
「
入

荷
時
期
未
定
」
、
「
継
続
的
に
入

荷
」、「
通
常
通
り
入
荷
」
の
三

段
階
評
価
で
尋
ね
た
（
単
一
回

答
）
。

　

そ
の
結
果
、
全
て
の
医
療
物

資
で
「
入
荷
時
期
未
定
」
が
最

も
高
く
、
そ
の
割
合
も
５５
・
８

％
～
８６
・
１
％
と
高
率
だ
っ
た
。

　

特
に
医
療
用
手
袋
は
「
入
荷

時
期
未
定
」
が
８６
・
１
％
だ
っ

た
。
次
い
で「
継
続
的
に
入
荷
」

１０
・
８
％
、
「
通
常
通
り
入
荷
」

３
・
２
％
で
、
他
４
種
類
の
医

療
物
資
よ
り
も
低
か
っ
た
。

　

エ
プ
ロ
ン
、
注
射
器
、
滅
菌

バ
ッ
グ
に
つ
い
て
は
多
少
の
程

度
の
差
は
あ
れ
ど
、
概
ね
同
様

の
傾
向
を
示
し
た
。
「
入
荷
時

期
未
定
」
が
６
～
７
割
弱
で
最

も
多
く
（
エ
プ
ロ
ン
６８
・
９
％
、

注
射
器
６３
・
３
％
、
滅
菌
バ
ッ

グ
６９
・
５
％
）
、
次
い
で
「
継

続
的
に
入
荷
」
は
２
～
３
割
（
エ

医
療
用
手
袋
の
値
上
が
り
幅

医
療
用
手
袋
の
値
上
が
り
幅

「「
１０１０
％
程
度
」
以
上
が
８
割

％
程
度
」
以
上
が
８
割

価
格
転
嫁
で
き
な
い
医
療
機
関
へ
支
援
は
必
須

在
庫
状
況

在
庫
状
況

医
療
用
手
袋
「
枯
渇
」
３
割
弱

医
療
用
手
袋
「
枯
渇
」
３
割
弱

供
給
状
況

供
給
状
況

調
査
し
た
物
資
全
て
で

調
査
し
た
物
資
全
て
で

「
入
荷
時
期
未
定
」
５
割
以
上

「
入
荷
時
期
未
定
」
５
割
以
上

価
格
高
騰

価
格
高
騰

医
療
用
手
袋

医
療
用
手
袋

 

「「
５０５０
％
程
度
」以
上
も
２
割

％
程
度
」以
上
も
２
割

　

「
出
荷
調
整
と
価
格
上
昇
が
同
時
に
起
こ
っ
て
お
り
、
医
療
継
続
の
困
難

及
び
、
コ
ス
ト
増
に
伴
う
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
の
悪
化
が
心
配
で
す
」、「
診

療
と
材
料
の
仕
入
れ
の
た
め
苦
慮
し
、
物
価
高
騰
し
従
業
員
に
も
賃
金
を
上

げ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、開
業
医
は
や
っ
て
い
け
な
い
」

―
。
既
報
の
通
り
、

協
会
は
４
～
５
月
に
歯
科
会
員
へ
「
医
療
物
資
の
在
庫
・
供
給
状
況
緊
急
ア

ン
ケ
ー
ト
」
を
実
施
し
た
。
医
療
用
手
袋
（
グ
ロ
ー
ブ
）
の
「
入
荷
時
期
未

定
」
は
８
割
超
で
、
先
行
き
へ
の
不
安
が
多
数
寄
せ
ら
れ
た
。
値
上
が
り
幅

は
「
１０
％
程
度
」
以
上
が
８
割
に
達
し
、〝「
歯
科
関
連
」
の
倒
産
が
過
去
２０

年
で
最
多
〟
の
現
下
、
価
格
転
嫁
で
き
な
い
医
療
機
関
へ
支
援
は
必
須
だ
。

結
果
の
詳
細
は
次
の
通
り
（
調
査
概
況
と
回
答
者
の
背
景
は
末
尾
）。

※
調
査
概
況

　

〈
実
施
期
間
〉
４
月
２４
日
（
金
）

～
５
月
１１
日
（
月
）、〈
設
問
〉
医

療
用
手
袋
（
グ
ロ
ー
ブ
）・
マ
ス

ク
・
エ
プ
ロ
ン
・
注
射
器
・
滅
菌

バ
ッ
グ
の
在
庫
状
況
、
メ
ー
カ
ー

な
ど
か
ら
の
供
給
状
況
、
価
格
高

騰
に
つ
い
て
、〈
方
法
〉
歯
科
会

員
１
千
６
３
９
名
へ
Ｆ
Ａ
Ｘ
も

し
く
は
メ
ー
ル
、〈
回
答
数
〉
１

６
１
、〈
回
答
率
〉
９
・
８
％

※
回
答
者
の
背
景

　

医
療
機
関
の
開
設
主
体
は
「
個

人
立
」
が
７３
・
９
％
、「
法
人
立
」

が
２６
・
１
％
だ
っ
た
（
調
査
票
で

は
「
開
業
形
態
」
と
表
記
）。

　

回
答
者
の
年
齢
は
「
３０
歳
代
」

５
・
０
％
、「
４０
歳
代
」
１８
・
６
％
、

「
５０
歳
代
」
３７
・
９
％
、「
６０
歳
代
」

２４
・
２
％
、「

７０
歳
代
以
上
」

１３
・
０
％
で
、
歯
科
会
員
の
年
齢

構
成
と
概
ね
同
じ
傾
向
だ
っ
た

（
参
考

：

歯
科
会
員
比
率
…
３０
歳

代
５
・
４
％
、
４０
歳
代
１９
・
４
％
、

５０
歳
代
３２
・
２
％
、
６０
歳
代
２９
・

４
％
、
７０
歳
代
以
上
１３
・
２
％
、

そ
の
他
０
・
４
％
。
２
０
２
６
年

４
月
２３
日
時
点
）。

　

開
業
し
て
か
ら
の
年
数
は
「
１５

年
以
上
」が
最
も
多
く
６６
・
５
％
、

次
い
で
「
１０
年
未
満
」
１６
・
１
％
、

「
１５
年
未
満
」
１１
・
２
％
、「
３
年

未
満
」
５
・
０
％
、
残
り
の
１
・

２
％
は
無
回
答
だ
っ
た
。

歯科会員調査歯科会員調査

医療ソーシャルワーカーが相談に応じます

医療費相談室
℡045-313-2225

次
回
は 6

17 14時～17時

相談無料（水）

事前予約も承ります。地域医療対策部へ
ご連絡ください（℡045-313-2111）

※通話料がかかります。

n=158

n=161

n=151



昭和３８年８月２３日
第三種郵便物認可 神 奈 川 県 保 険 医 新 聞 （毎月３回５の日発行） （ ）2026 年 6 月 5 日 6第 2321 号3（ ）

神
奈
川
県
保
険
医
協
会

第第
７１７１
回
定
時
総
会
の
ご
案
内

回
定
時
総
会
の
ご
案
内

と　き　 2026年6月21日(2026年6月21日(日日)  開場：午後1時)  開場：午後1時

ところ　 横浜ベイシェラトンホテル＆横浜ベイシェラトンホテル＆
タワーズ5階 ｢日輪｣タワーズ5階 ｢日輪｣

「メディアを通して見えてくる日本「メディアを通して見えてくる日本

　―医療デマに翻弄されるアメリカから　―医療デマに翻弄されるアメリカから

学ぶべき教訓は？―」学ぶべき教訓は？―」

　ロバート・フランシス・ケネディ（RFK Jr.）氏の厚生長官就任に象徴さ　ロバート・フランシス・ケネディ（RFK Jr.）氏の厚生長官就任に象徴さ

れるように、現在のアメリカでは医療をめぐるデマが深刻化しています。それるように、現在のアメリカでは医療をめぐるデマが深刻化しています。そ

の背景には、SNSの台頭と既存メディアに対する不信感の高まりがあります。の背景には、SNSの台頭と既存メディアに対する不信感の高まりがあります。

本講演では、アメリカの現状を分析し、日本がアメリカの二の舞を踏まない本講演では、アメリカの現状を分析し、日本がアメリカの二の舞を踏まない

ために何ができるか、医療現場の先生方とともに考えましょう。ために何ができるか、医療現場の先生方とともに考えましょう。

プロフィール：熊本学園大学経済学部教授（比較文化論）。米国出身。1997年から2000プロフィール：熊本学園大学経済学部教授（比較文化論）。米国出身。1997年から2000
年まで熊本のテレビ番組にコメンテーターとして出演し、2009年から2011年には番組審年まで熊本のテレビ番組にコメンテーターとして出演し、2009年から2011年には番組審
議会の委員を務めた。熊本在住の外国人向けFacebookページ「Kumamoto International」議会の委員を務めた。熊本在住の外国人向けFacebookページ「Kumamoto International」

（フォロワー6,000人以上）を運営。（フォロワー6,000人以上）を運営。

熊本学園大学 経済学部熊本学園大学 経済学部 教授教授 カーク・マスデン氏カーク・マスデン氏

記念講演記念講演 午後1時30分～

総会議事総会議事等等 午後3時10分～

《次第》《次第》議事議事※※、功労者ならびに敬寿会員表彰式、研究会精勤証の授与式、福引会、功労者ならびに敬寿会員表彰式、研究会精勤証の授与式、福引会（＊賞品は下記ご参照ください）（＊賞品は下記ご参照ください）

 1. 2025年度活動報告の承認を求める件1. 2025年度活動報告の承認を求める件

4. 2026年度予算案の件4. 2026年度予算案の件

※※ …… 2. 2026年度活動方針案の件2. 2026年度活動方針案の件

5. 決議･スローガン採択の件5. 決議･スローガン採択の件

3. 2024年度決算の承認を求める件3. 2024年度決算の承認を求める件

【お願い】▽発熱症状等がある場合はご参加をご遠慮ください。▽総会議事・表彰式・授与式・福引会・懇親会の参加対象は【お願い】▽発熱症状等がある場合はご参加をご遠慮ください。▽総会議事・表彰式・授与式・福引会・懇親会の参加対象は
会員限定です。▽総会成立定数は委任状を含む会員の十分の一以上となっています。ご出席される先生は準備の都合がござい会員限定です。▽総会成立定数は委任状を含む会員の十分の一以上となっています。ご出席される先生は準備の都合がござい
ますので必ずお知らせください。また、ご出席されない先生はお手数ではありますが、5月中旬頃に往復はがきで送らせていますので必ずお知らせください。また、ご出席されない先生はお手数ではありますが、5月中旬頃に往復はがきで送らせてい
ただきました委任状にご記入・ご捺印の上、ご返送くださいますようよろしくお願いいたします。ただきました委任状にご記入・ご捺印の上、ご返送くださいますようよろしくお願いいたします。

懇 親 会懇 親 会 午後6時～7時30分  ※会費：5,000円（当日支払）

参加して当てよう！福引賞品参加して当てよう！福引賞品　　　　賞品は総計30本以上。さらに80本の残念賞をプラス賞品は総計30本以上。さらに80本の残念賞をプラス

　日常生活を豊かにしてくれる賞品を準備しました。残念賞も　日常生活を豊かにしてくれる賞品を準備しました。残念賞も8080本用意しています。なお、抽選資格を得るには総会議事への本用意しています。なお、抽選資格を得るには総会議事への
ご出席が必要ですので、予めご了承ください。※中東情勢により、ご案内したものがご用意できない可能性がございます。そのご出席が必要ですので、予めご了承ください。※中東情勢により、ご案内したものがご用意できない可能性がございます。その
場合、予告なくやむを得ず商品変更する可能性がございますので、ご了承のほどお願いいたします。場合、予告なくやむを得ず商品変更する可能性がございますので、ご了承のほどお願いいたします。

※2等B賞・3等・4等もございます（計30本以上）。当選されなかった場合にも、残念賞や記念品の用意がございます。

THE PREMIUM GIFT JTB（カタログギフト）THE PREMIUM GIFT JTB（カタログギフト）

ありがとうプレミアム　ありがとうプレミアム　「JTX」コース「JTX」コース

全国の有名温泉旅館の宿泊プランやレストランのお食全国の有名温泉旅館の宿泊プランやレストランのお食

事ご利用券、有名ブランドの雑貨、グルメなど、上質事ご利用券、有名ブランドの雑貨、グルメなど、上質

なアイテムを揃えたプレミアムなカタログギフトです。なアイテムを揃えたプレミアムなカタログギフトです。

特 賞特 賞 （1本）（1本）
Apple

iPad
 11インチ (A16) 128GB・Wi-Fi 6

※賞品は本体のみとなります。

新しい超高速のA16チップと、新しい最小容新しい超高速のA16チップと、新しい最小容

量128GBのストレージ。iPadで、これまで以量128GBのストレージ。iPadで、これまで以

上に多くのことができるようになりました。上に多くのことができるようになりました。

1等1等（2本）（2本）

健康関連アイテムのカタログギフト

からだおもい「KDO」

すこやかな毎日を大切なあなたへすこやかな毎日を大切なあなたへ――あなたあなた

の“からだ”がすこやかであることを願って、の“からだ”がすこやかであることを願って、

こころからのこころからの““おもい”をお届けします。おもい”をお届けします。

2等A賞2等A賞（1本）（1本）
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神奈川県保険医協会

政策部長　磯崎　哲男（談話）

◆条文の「その他の」以降が「主部」で鬼門　

　技術料や軽医療外し、地域別報酬が大臣裁量で可能な仕組み

　健保法等改定案が4月28日、衆院本会議で可決され、審議の舞台が参議

院に移った。今法案で制度創設が盛り込まれた「一部保険外療養」は、OTC

（市販薬）類似の処方薬の一部保険外しの仕組みとの巷の理解と異なり、本

質は大臣裁量で保険給付を部分的に外すことが可能な仕組みである。

　既に衆院の議論で明らかにされているが、法律案条文（第63条第2項第

6号）の「その他」以降が鬼門である。これにより、技術料や軽医療の保険外

し、地域別診療報酬が、従来と比し容易に可能となる。「療養の給付」の保険

給付の対象範囲を掘り崩す「パンドラの箱」となる。われわれは、一部保険

外療養を創設する健保法改定案に強く反対し、廃案・修正を求める。

◆審議会の議論の結論をすり替えた一部保険外療養　

　逸脱是正へ参院審議での法案修正が道理

　OTC類似の処方薬の保険外化を巡る昨年来の議論の攻防の結果、薬価

の1／4の部分的保険外しで社会保障審議会医療保険部会での議論が落着

し、そのための法案化がなされた。これが一般的な理解である。　

　しかし、健保法改定案では、新設する一部保険外療養（第63条第2項

第6号）の条文を「要指導医薬品又は一般用医薬品との代替性が特に高い

薬剤を用いた療養その他の適正な医療の提供を確保しつつ、公平かつ効

率的な保険給付を行う必要性に鑑みその要する費用のうち一部を保険給

付の対象としないものとする療養として厚生労働大臣が定めるもの」（＊

便宜的に条文カッコ内省略）とした。

　一見、冒頭のOTC類似の処方薬の一部保険外しに力点があるように読

めるが、実は「その他の」以降の「療養」までが主部であり、冒頭の部

分は例示という構造になる。一部保険外しはOTC類似の処方薬に限定さ

れておらず、広く投網がかけられている。衆院の審議で上野厚労大臣は

法案附則でOTC類似薬に関する検討規定を設けているとしつつも、「規

定ぶりはそのように読める」と否定はしていない。

　衆院可決後、保険局医療課へ当協会より照会したが、「規定ぶり」につ

いては同様の返答であり、条文の「その他の」を受ける文言は「療養」

であるとしている。一部保険外しの対象範囲は大臣裁量となる。

こんな議論は、医療保険部会では何も議論していない。政治上も、医

療界も関知していない。参院の法案審議では、最低限、一部保険外しを

OTC類似の処方薬に限局する条文修正、法案修正は道理である。

◆ 医師過多区域への一部保険外、1点単価9円も可能となる危険な一部保

険外療養

　2026年4月施行の改正医療法により、外来医師過多区域で無床診療所

を新規開設する場合に、6カ月前の届出義務化等の開業規制が導入された。

対象は東京都、大阪市、京都市、神戸市などの9医療圏となっている。こ

の診療報酬の1点単価10円を9円とする一部保険外療養を適用すれば地域

別診療報酬となる。制度的に難しかった軽医療の保険外しなども、同様

に可能となる。法案修正や法案附則で限局化を図らないと時限爆弾的な

パンドラの箱となる。いま一度、慎重審議を期すべきである。

◆OTC類似薬の部分的外しは実務の世界では6割負担

　費用外しがなぜ保険外併用療養なのか

　今回の医療保険制度改革のポイントとして「OTC類似薬の自己負担額

のイメージ」が厚労省HPに掲載されている。解熱鎮痛薬で45円が72円と

なりOTC医薬品購入約500円より大幅に安いと錯覚させているが、医療

用医薬品は10割負担でも150円である。薬価の1／4を保険外とし理論値

で5割負担だが、保険請求ルールにより実務の世界では85円で56.6％、6

割弱の負担となる。医療保険の保険料を支払った上でのこの自己負担水

準は異常である。一般社会での自賠責保険で生じたら受容は不可能である。

　保険外併用療養は、先進医療や治験段階の薬剤や差額ベッド等のアメ

ニティーなど保険外の技術・薬剤・サービスとの併用である。しかし一

部保険外療養は、保険給付の「費用」を保険外としたものとの併用である。

患者要望に応える保険外併用療養の制度趣旨から逸脱している。制度の

再設計が必須である。

　われわれは、皆保険制度の理念に反す、一部保険外療養を創設する健

保法改定案に改めて反対する。 2026年5月19日

（ ）4

「一部保険外療養」は厚労大臣に
強権を付与する「パンドラの箱」

OTC類似薬は「見せ球」　健保法改定案に反対する

◆一部保険外療養の健康保険法改正条文

「第63条第2項に次の1号を加える。

6　 要指導医薬品 （医薬品、 医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律 （昭和35年法律第145号） 第4条第5項第3号に規定する要指導医

薬品をいう。） 又は一般用医薬品 （同項第4号に規定する一般用医薬品をいう。） との代替性が特に高い薬剤を用いた療養その他の適正な医療の提供を確

保しつつ、 公平かつ効率的な保険給付を行う必要性に鑑みその要する費用のうち一部を保険給付の対象としないものとする療養として厚生労働大臣が定め

るもの （以下 「一部保険外療養」 という。）」

〈参考〉

　健康保険法　第63条の第1項に「療養の給付」（疾病又は負傷に関して、療養の給付として、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の

治療、などを行う。）の基本的な条文がある。

　第2項に「療養の給付」以外の「食事療養」「生活療養」と3つの「保険外併用療養」（評価療養〔3号〕、患者申出療養〔4号〕選定療養〔5号〕）が定めら

れている。

　今回、新たに「一部保険外療養」を創設すべく、同法第63条第2項に1号を加え、それを第5号の選定療養の後ろに付けて、第6号としている。
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◆OTC類似薬の薬剤給付の見直しの厚労省広報のトリック

1） 「医療用医薬品の自己負担額のイメージ」の「解

熱鎮痛薬」は、ロキソニン錠60㎎（薬価10.80

円）と思われる。

2） 朝昼晩の服用で1剤（服用方法の同一なものは

まとめて「剤」という所定単位で計算する）

は1点10円の点数換算で10.80円×3回=32.4円

=3点。5日分で3点×5日分×10円×0.3（3割負

担）=45円（患者負担）。

3） これが、10割負担だとしても、自己負担は150

円で、OTC医薬品購入の約500円より大幅に

安い。

4） 今回、この「薬価」の1/4が保険外となるので、

「薬価の保険分」は

      10.8円×3/4=8.1円

 　  差額料金は10.8円×1/4=2.7円

　  1剤分の保険分は8.1円×3回=24.3円=2点

　  これが5日分なので2点×5日分×10円×0.3（3

割負担）=30円

　  差額料金の1剤分は2.7円×3回=8.1円=1点

　 これが5日分なので

　 1点×5日分×10円×1.1（消費税10％）

　 =55円　よって合計85円。

5） 厚労省資料の72円より実際の世界の85円の方

が高く、負担率56.6％で理論値の47.5％より実

は10ポイントも高い
〈厚生労働省HPより〉

①【在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料】（5月1日訂正）

※ 【編注】保団連発行の『点数表改定のポイント2026年6月』のp.769の5（改めて届出が必要な項目）から、在宅時医学総合管理料及び施設入居時

等医学総合管理料は削除してご使用いただきたい。

第4　経過措置等

　　表1　新設された又は施設基準が創設された特掲診療料

　　　　　　　　　　　　（中略）

　　　　・在宅時医学総合管理料の注16（施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む）に規定する基準

　　表2　施設基準の改正された特掲診療料（届出が必要なもの）

 　　　　　　　　　　　　（中略）

　　　　・ 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料

②【在宅医療充実体制加算の施設基準】（4月2日及び5月1日訂正）

※【編注】保団連発行の『点数表改定のポイント2026年6月』のp.140（3）ウ、エを上記の通り読み替えてご使用いただきたい。

ア、イ（略）

ウ  過去1年間の緊急の往診の実績を30件以上有し、かつ、過去1年間の在宅における看取りの実績及び過去1年間の15歳未満の超重症児及び準超重症児に対

する在宅医療の実績（3回以上定期的な訪問診療を実施し、「C002」在宅時医学総合管理料又は「C002-2」施設入居時等医学総合管理料を算定している

場合に限る。）の合計が30件以上であること。

エ  過去1年間において、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料及び在宅がん医療総合診療料を算定する患者の延べ診療月数に占める、在宅

時医学総合管理料若しくは施設入居等医学総合管理料の「別に厚生労働大臣が定める状態の患者」又は在宅がん医療総合診療料、ターミナルケア加算、

看取り加算若しくは死亡診断加算を算定する患者の延べ診療月数の割合が2割以上であること。ただし、ターミナルケア加算、看取り加算又は死亡診断

加算を算定する患者については、在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定する患者に限る。なお、適切なケアを行う重度の認知

症患者（認知症自立度Ⅳ又はＭに該当する患者であって、介護者への助言や療養方針に関する本人や介護者との意思決定支援を継続的に行うとともに、

直近3か月以内に関係機関との間でこれらの情報を共有し連絡調整を行った患者をいう。以下同じ。）の延べ診療月数の割合が8分以上であり、適切なケ

アを行う重度の認知症患者であって在宅時医学総合管理料を算定する患者の延べ診療月数の割合が4分以上である場合には、重症患者割合は1割5分以上

であること。

【外来データ提出加算等に関する事務連絡が発出】

　厚労省は4月30日、「令和8年度における外来データ提出加算等の取扱いについて」を発出。令和8年度における「外来データ提出加算（地域包括診療加算及

び地域包括診療料〈新設〉）」、「充実管理加算（生活習慣病管理料（Ⅰ）及び（Ⅱ）、外来データ提出加算から変更）」、「在宅データ提出加算」、「リハビリテーシ

ョンデータ提出加算」に関する取り扱いが示された。

この事務連絡において、令和8年3月31日において生活習慣管理料の外来データ提出加算を届け出ている場合、同年6月1日以降「充実管理加算1」を算定す

るにあたって改めて届出は不要であることが示された。詳細は厚労省等でご確認いただきたい。

　4月2日及び5月1日、厚労省は「令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」を発出。主な訂正は、①在宅時医学総合管理料及

び施設入居時等医学総合管理料（在医総管）、②在宅医療充実体制加算の施設基準。これにより①在医総管は注16に該当する医療機関のみ届出が必要とされ、

全ての医療機関が届出する必要はなくなった。注16とは、いわゆる重症患者を一定割合以上訪問しておらず、「月2回」訪問でも「月1回」の点数しか算定で

きない医療機関のことである。以下、確認いただきたい。

2度の訂正事務連絡　「在医総管」は注16のみ届出に
診療報酬

2020

改定
診療報酬

2020

改定
20262026
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こ
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小
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・
一
夜
城
跡
巡
り

小
田
原
・
一
夜
城
跡
巡
り

石
垣
と
海
、
ミ
カ
ン
畑
、
満
開
の
桜
…

相模原支部
ハイキング

　

４
月
５
日
、
相
模
原
支
部
は

恒
例
の
城
跡
巡
り
を
実
施
。「
小

田
原
石
垣
山
一
夜
城
跡
」
を
テ

ー
マ
に
支
部
会
員
や
そ
の
家
族

等
１７
名
が
参
加
し
た
。
ガ
イ
ド

は
小
沼
副
支
部
長
な
ど
が
務
め

昼
食
を
取
り
、
早
川
港
へ
。
み

か
ん
畑
の
旧
い
道
を
下
り
、
見

下
ろ
す
海
を
背
景
に
満
開
の
桜

を
満
喫
し
た
。
早
川
港
の
小
田

原
ち
ょ
う
ち
ん
灯
台
を
経
て
、

小
田
原
駅
に
バ
ス
で
向
か
う
道

中
、
小
田
原
城
の
桝
形
門
や
土

塁
跡
な
ど
も
チ
ェ
ッ
ク
。
小
沼

副
支
部
長
の
綿
密
な
計
画
に
基

づ
き
、
見
学
ポ
イ
ン
ト
を
制
覇

し
た
。
小
田
原
駅
で
は
、
ミ
ナ

カ
小
田
原
１４
階
の
展
望
足
湯
庭

園
に
上
り
、
小
田
原
城
と
そ
の

西
方
に
そ
び
え
る
石
垣
山
の
位

置
関
係
を
再
度
確
認
し
て
解
散

し
た
。

　

終
了
後
に
は
、
有
志
１２
名
が

参
加
し
て
地
魚
が
売
り
の
「
小

田
原
産

朝
ど
れ
地
魚

湘
南
大

衆
横
丁
」
で
懇
親
会
を
開
催
。

充
実
の
会
員
交
流
が
行
わ
れ
た
。

た
。

　

雨
天
中
止
も
危
惧
さ
れ
た

が
、
当
日
は
肌
に
や
わ
ら
か
い

薄
曇
り
の
ハ
イ
キ
ン
グ
日
和
と

な
っ
た
。
参
加
者
は
わ
ず
か
８０

日
ほ
ど
で
建
設
さ
れ
た
と
は
思

え
な
い
、
幾
重
も
の
石
垣
を
見

学
。
加
工
を
控
え
た
自
然
石
を

使
っ
て
積
み
上
げ
る
「
野の

づ
ら面

積

み
」
の
石
垣
は
、
石
工
集
団

〝
穴あ

の
う
し
ゅ
う

太
衆
〟
の
高
い
技
術
を

想
像
さ
せ
た
。
一
同
は
天
守
跡

に
残
る
瓦
や
小
田
原
城
と
相
模

湾
を
見
下
ろ
す
眺
望
を
楽
し
ん

だ
後
、
一
夜
城
・
西
曲
輪
跡
で

【ハイキングコース（約3.5㎞。一部省略）】

小田原駅ＪＲ改札口正面観光案内所前（集合：10

時45分）～小田原宿観光回遊バス「うめまる号」

乗車～一夜城歴史公園バス停着～小田原ガイド協

会の案内あり（約1時間）「史跡石垣山」石碑前で集

合写真～西曲輪跡（昼食）～桜と海・みかん畑の下

り坂のハイキング～小田原ちょうちん灯台～小田

原漁港バス停で乗車～ミナカ小田原バス停着～ミ

ナカ小田原14Fスカイデッキ（解散 : 14時45分頃）

荘厳な石垣 相模湾の見える眺望

満開の桜を見ながら 早川港へ

言
語
発
達
の
遅
れ
を
伴
わ
な
い

Ａ
Ｓ
Ｄ
は
成
人
期
ま
で
見
逃
さ

れ
や
す
く
、
後
年
に
な
っ
て
う

つ
や
躁
状
態
、
あ
る
い
は
カ
タ

ト
ニ
ア
（
緊
張
病
）
と
い
っ
た

症
状
と
し
て
現
れ
る
こ
と
が
あ

る
。
Ｄ
Ｓ
Ｍ-

５-

Ｔ
Ｒ
で
は
、

Ａ
Ｓ
Ｄ
と
カ
タ
ト
ニ
ア
と
の
関

連
性
が
明
確
に
示
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
重
な
り
は
診
断
を
一

層
困
難
に
し
て
い
る
。

　

フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
の
生
い
立

ち
を
辿
れ
ば
、
孤
独
や
社
会
的

な
不
器
用
さ
、
特
定
対
象
へ
の

極
端
な
こ
だ
わ
り
と
い
っ
た
Ａ

Ｓ
Ｄ
の
特
徴
が
随
所
に
み
ら
れ

る
。
幼
少
期
に
は
虫
の
標
本
収

集
に
没
頭
し
、
青
年
期
に
は
ベ

ル
ギ
ー
南
部
の
炭
鉱
地
帯
で
、

貧
し
い
労
働
者
に
奉
仕
す
る
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
伝
道
師
と
し

て
宗
教
へ
の
熱
狂
に
走
り
、
画

家
と
し
て
は
異
常
な
集
中
力
で

短
期
間
に
数
百
点
の
作
品
を
描

き
上
げ
た
。
彼
の
手
紙
に
は
、

感
情
の
抑
制
困
難
や
一
方
的
な

会
話
、
周
囲
と
の
人
間
関
係
の

も
つ
れ
が
繰
り
返
し
記
録
さ
れ

て
い
る
。

　

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
晩

年
に
み
ら
れ
た
一
連
の
カ
タ
ト

ニ
ア
的
症
状
だ
。
耳
切
り
事
件

に
始
ま
り
、
無
言
状
態
、
興
奮

と
混
乱
の
繰
り
返
し
、
奇
妙
な

姿
勢
保
持
、
自
傷
行
為
。
こ
れ

ら
は
す
べ
て
、
現
代
の
診
断
基

準
で
い
う
カ
タ
ト
ニ
ア
に
該
当

す
る
。
と
り
わ
け
Ａ
Ｓ
Ｄ
と
カ

タ
ト
ニ
ア
は
１０
％
以
上
の
症
例

で
併
存
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、

フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
の
場
合
も
芸

術
へ
の
執
着
や
対
人
不
全
の
積

み
重
ね
が
、
精
神
的
破
綻
へ
と

結
び
つ
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
彼
の
症
状
を
す

べ
て
Ａ
Ｓ
Ｄ
や
カ
タ
ト
ニ
ア
に

還
元
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

双
極
性
障
害
や
境
界
性
パ
ー
ソ

ナ
リ
テ
ィ
障
害
、
さ
ら
に
は
幻

覚
を
伴
う
精
神
病
性
障
害
と
の

鑑
別
も
難
し
い
。
だ
が
、
ま
さ

に
こ
の
重
な
り
こ
そ
が
、
フ
ァ

ン
・
ゴ
ッ
ホ
の
症
例
を
今
日
的

に
照
ら
し
出
す
鍵
と
な
る
。
診

断
の
境
界
は
常
に
揺
ら
ぎ
、

個
々
の
症
状
は
複
数
の
診
断
群

に
ま
た
が
る
こ
と
を
、フ
ァ
ン
・

ゴ
ッ
ホ
の
生
涯
は
我
々
に
強
く

訴
え
か
け
る
。
Ａ
Ｓ
Ｄ
を
固
定

的
な
発
達
障
害
で
は
な
く
、
感

情
調
整
・
運
動
制
御
・
創
造
性

ま
で
含
む
広
い
神
経
発
達
ス
ペ

ク
ト
ラ
ム
と
し
て
捉
え
る
歴
史

的
な
臨
床
例
な
の
だ
。

　

芸
術
と
狂
気
は
切
っ
て
も
切

れ
な
い
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
間

に
は
脆
く
も
確
か
な
発
達
障
害

の
影
が
潜
む
。
フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ

ホ
の
絵
に
宿
る
色
彩
と
筆
致
の

激
し
さ
は
、
ま
さ
に
彼
の
神
経

の
輪
郭
を
映
し
出
し
た
も
の
だ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
私
た

ち
は
今
な
お
、
謎
に
満
ち
た
画

家
の
内
な
る
声
に
耳
を
傾
け
続

け
て
い
る
。

　

フ
ィ
ン
セ
ン
ト
・
フ
ァ
ン
・

ゴ
ッ
ホ
（
１
８
５
３
―
１
８
９

０
）
は
、
世
界
で
最
も
知
ら
れ

る
画
家
の
一
人
だ
。
そ
れ
と
同

時
に
、
最
も
謎
に
満
ち
た
精
神

状
態
の
持
ち
主
で
も
あ
る
。
耳

を
切
り
、
幻
覚
に
悩
ま
さ
れ
、

３７
歳
で
命
を
絶
っ
た
彼
の
生
涯

は
、
古
今
の
精
神
科
医
た
ち
を

惹
き
つ
け
て
や
ま
な
い
。

　

近
年
の
研
究
で
は
、
フ
ァ
ン
・

ゴ
ッ
ホ
の
精
神
的
苦
悩
の
出
発

点
と
し
て
、
自
閉
ス
ペ
ク
ト
ラ

ム
症
（
Ａ
Ｓ
Ｄ
）
が
注
目
さ
れ

て
い
る
。
特
に
、
知
的
障
害
や

　研究により示唆された自閉スペクトラム

症とカタトニアの重複。耳切り事件の医学的

解釈と、神経発達障害が生んだ独創的な色彩

表現の秘密とは―（毎月一回連載）。

フィンセント・ファン・ゴッホのフィンセント・ファン・ゴッホの

生きづらさと病生きづらさと病
川崎市川崎区　谷本　哲也

「CAD/CAMブリッジ用」材料が「CAD/CAMブリッジ用」材料が
特定保険医療材料に収載特定保険医療材料に収載

6月1日付

　5月13日に中医協総会が開催され、「KZR-CADファイバー

ブロック シンボー」（YAMAKIN株式会社）がCAD/CAMブリ

ッジ用材料として保険収載されることが決定された。6月1日

より保険請求できるようになる。現時点で判明している内容

については下記をご参照いただきたい。詳細な通知はまだ発出されていな

いため、判明次第、改めて保険医新聞に掲載する。

CAD/CAMブリッジ

・保険適用材料…「KZR-CADファイバーブロック シンボー」（YAMAKIN株式会社）

点数

　CAD/CAMブリッジ ○技術料：3,000点（1装置につき）

　　　　　　　　　　　　　　      ※ 「高強度硬質レジンブリッジ」の点数を準用

　　　　　　　　　　   ○材料料  ※ 正式な数字は後日通知で判明予定。材料料

は1,170点になると思われる

　　　　　　　　　　   ○補綴時診断料（1装置につき）　90点

　　　　　　　　　　   ○歯冠形成（1歯につき）

　　　　　　　　　　　　 生活歯歯冠形成　306点＋490点

　　　　　　　　　　　　 失活歯歯冠形成　166点＋470点

　　　　　　　　　　   ○ブリッジ支台歯形成加算（1歯につき）  ＋20点

　　　　　　　　　　   ○印象採得（1装置につき）　282点

　　　　　　　　　　   ○咬合採得（1装置につき）　  76点

　　　　　　　　　　   ○装着料（1装置につき）　　150点＋110点

　　　　　　　　　　　　 ※装着時、内面処理加算1（110点）が算定可能

適用　　

　④ 5 ⑥ または ⑤ 6 ⑦

解説

　CAD/CAMブリッジとは、CAD/CAMブリッジ用材料との互換性が制限さ

れない歯科用CAD/CAM装置を用いて、作業模型で間接法により製作され

ており、第二小臼歯または第一大臼歯の1歯中間欠損部に対するポンティ

ックを含む3歯ブリッジを指す。

製作できる歯科医療機関

　以下①②③いずれにも該当する歯科医療機関でCAD/CAMブリッジを製

作することが可能となる。なお、現時点で施設基準届出の有無については

明確になっていないが、後日通知で明らかになる予定。

①  歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名

以上配置されていること。

②  保険医療機関内に歯科用CAD/CAM装置が設置されている場合は、歯科技

工士を配置していること。

③  保険医療機関内に歯科用CAD/CAM装置が設置されていない場合は、当該

装置を設置している歯科技工所との連携が図られていること。

医科学から

読み解く

西洋画家の物語
～第五回～

医科学から

読み解く

西洋画家の物語
～第五回～

フィンセント・ファン・ゴッホ『灰
色のフェルト帽の自画像』1887年、
ファン・ゴッホ美術館（事務局撮影）

ちょうちん灯台の
「ガンダムマンホール」
ちょうちん灯台の

集合写真

ガイドを務めた小沼副支部長
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研究会研究会
案内案内

WEB参加の申込みは、協会
HP「いい医療ドットコム」
のイベントカレンダーから
もできます。「神奈川県保
険医協会」で検索を！

神奈川県保険医協会※  研究会に会場参加の際は、マスク着用・手指の消毒等の感染症対策にご協力ください。また発熱症
状等がある場合は参加をお控えください。　　　　　　　　　　※ 必ず事前にお申込みください。

※新型コロナウイルス感染拡大や天災等により、急遽開催形式を変更または中止させていただく場合がご
ざいます。その場合は当会HP「いい医療ドットコム」にて適宜お知らせします。予めご承知おき願います。

※ 協会行事においては、その模様を写真撮影し、記事とともに機関紙に掲載することがありますので予めご了承ください。

6月20日(土)午後6時～

臨

床

懇

話

会

　

虚
血
性
心
疾
患
の
外
来
診
療
に
お
け
る
紹
介
の
タ
イ
ミ

ン
グ
、
最
近
の
Ｐ
Ｃ
Ｉ
治
療
の
進
歩
、
な
ら
び
に
Ｐ
Ｃ
Ｉ

治
療
後
に
外
来
へ
戻
ら
れ
た
患
者
様
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

に
つ
い
て
概
説
い
た
し
ま
す
。

と
こ
ろ
　
協
会
会
議
室
・
Ｗ
Ｅ
Ｂ
併
用

テ
ー
マ
　「
虚
血
性
心
疾
患
の
外
来
診
療

―
い
つ
紹
介
し
、
Ｐ
Ｃ
Ｉ
後

ど
う
フ
ォ
ロ
ー
す
る
か
―
」

講
　
師
　
湘
南
大
磯
病
院

循
環
器
内
科

副
院
長

　
　
　
　
湘
南
鎌
倉
総
合
病
院

特
任
循
環
器
内
科
部
長

髙
橋　

佐
枝
子
氏

参
加
対
象
　
会
員
（
医
療
機
関
ス
タ
ッ
フ
・
ご
家
族
も
可
）

参
加
方
法
　
①
か
②
い
ず
れ
か

①
協
会
会
議
室

：

定
員
１
２
０
名

②
Ｗ
Ｅ
Ｂ
参
加

：

下
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

も
し
く
は
協
会
Ｈ
Ｐ

よ
り
お
申
込
み

※
日
医
生
涯
教
育
講
座
Ｃ
Ｃ「
４２（
胸
痛
）」１
単
位
申
請
中

　【
医
籍
番
号
の
入
力
に
つ
い
て
（
下
記
《
重
要
》
参
照
）】

お
申
込
み
　
研
究
部

６
月
９
日
（
火
）

総
務
部
会
１９
時
３０
分
。

６
月
１０
日
（
水
）

歯
科
研
究
部
会
１９
時
３０
分
。

学
術
部
会
１９
時
３０
分
。

６
月
１１
日
（
木
）

第
１８
回
理
事
会
１９
時
３０
分
。

６
月
１２
日
（
金
）

新
聞
部
会
１９
時
３０
分
。

６
月
１５
日
（
月
）

政
策
部
会
１９
時
３０
分
。

６
月
１６
日
（
火
）

新
聞
編
集
会
議
１９
時
。
研
究

部
会
１９
時
３０
分
。

６
月
１７
日
（
水
）

医
療
費
相
談
室
１４
時
。
医
療

運
動
部
会
１９
時
３０
分
。

会場参加のお申込み・お問合せは、協会事務局（℡：045-313-2111）までご連絡ください

研
究
会
参
加
費
に
つ
い
て

　
特
に
記
載
の
な
い
研
究
会
、
講
習
会
の
参
加
費
は
無
料
で
す
。
参
加
費
を

い
た
だ
く
研
究
会
は
、
電
話
で
お
申
込
み
の
上
、
郵
便
口
座
に
参
加
費
を
お

振
込
み
く
だ
さ
い
。
尚
、
通
信
欄
に
①
研
究
会
名
、
②
医
療
機
関
の
ご
連
絡

先
を
必
ず
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

郵
便
口
座
名

神
奈
川
県
保
険
医
協
会
　
口
座
番
号

０
０
２
６
０
‐
２
‐
２
２
２
０

◆
協
会
へ
お
越
し
の
皆
様
へ
（
お
願
い
）

　
協
会
に
駐
車
場
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
ご
自
身
で
駐
車
場
を
確
保
い
た
だ
く

か
、
公
共
交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
は
㈱
デ
ン
ソ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
の
登
録
商
標
で
す
。

※
《
重
要
》
神
奈
川
県
医
師
会
の
要
請
に
よ
り
、
日
医
生
涯
教
育
講
座
（
Ｃ
Ｃ
）

の
単
位
取
得
を
希
望
す
る
場
合
は
、
①
性
別
、
②
医
籍
登
録
番
号
、
③
（
医
師

会
会
員
の
場
合
は
）
所
属
郡
市
医
師
会
名
の
登
録
が
必
須
と
な
り
ま
す
（
２５
年

４
月
よ
り
変
更
）。
未
入
力
・
入
力
間
違
い
等
不
備
が
あ
る
場
合
、
単
位
を
取
得

い
た
だ
け
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
（
恐
れ
入
り
ま
す
が
、
当
会
は
一
切

の
責
任
を
負
い
か
ね
ま
す
）。
な
お
、
会
場
参
加
の
場
合
は
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
申
込
時
に

所
定
の
欄
に
ご
記
載
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ
参
加
で
単
位
取
得
を
希
望
す

る
場
合
は
参
加
時
間
が
単
位
取
得
に
影
響
し
ま
す
の
で
、
最
初
か
ら
最
後
ま
で

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

7月2日(木)午後7時～

歯

科

臨

床

研

究

会

　

本
講
演
で
は
、
保
険
診
療
に
お
け
る
長
期
的
な
維
持
管

理
の
要
と
な
る
Ｓ
Ｐ
Ｔ
に
お
い
て
「
何
を
診
て
、
ど
う
評

価
す
べ
き
か
」
と
い
う
実
践
的
な
ポ
イ
ン
ト
を
整
理
し
ま

す
。
そ
の
上
で
、
基
本
治
療
で
は
改
善
が
困
難
な
症
例
に

対
す
る
適
切
な
評
価
基
準
や
、
開
業
医
が
臨
床
で
取
り
入

れ
や
す
い
歯
周
外
科
処
置
（
Ｆ
Ｏ
Ｐ
）
の
基
本
的
な
術
式

と
勘
所
を
解
説
し
ま
す
。
先
生
方
の
日
常
臨
床
に
お
け
る

疑
問
を
少
し
で
も
解
消
し
、
明
日
か
ら
す
ぐ
に
活
か
せ
る

ヒ
ン
ト
を
お
持
ち
帰
り
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

と
こ
ろ
　
協
会
会
議
室
・
Ｗ
Ｅ
Ｂ
併
用

テ
ー
マ
　「
明
日
か
ら
活
か
せ
る

歯
周
治
療
の
ヒ
ン
ト

―
Ｓ
Ｐ
Ｔ
の
評
価
ポ
イ
ン
ト

と
歯
周
外
科
（
Ｆ
Ｏ
Ｐ
）
へ

の
ス
テ
ッ
プ
―
」

講
　
師
　
神
奈
川
歯
科
大
学
歯
学
部

臨
床
科
学
系

　
　
　
　
歯
科
保
存
学
講
座

歯
周
病
学
分
野

　
　
　
　
講
師

杉
原　

俊
太
郎
氏

参
加
対
象
　
会
員
（
医
療
機
関
ス
タ
ッ
フ
・
ご
家
族
も
可
）

参
加
方
法
　
①
か
②
い
ず
れ
か

①
協
会
会
議
室

：

定
員
５０
名

②
Ｗ
Ｅ
Ｂ
参
加

：

下
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

も
し
く
は
協
会
Ｈ
Ｐ

よ
り
お
申
込
み

※
講
師
は
現
地
に
来
場
予
定
で
す
。

お
申
込
み
　
歯
科
研
究
部

6月9日
～6月17日

6月26日(金)午後7時15分～ 6月25日(木)午後7時30分～

第
６４５

回

月

例

研

究

会

と
こ
ろ
　
協
会
会
議
室
・
Ｗ
Ｅ
Ｂ
併
用

テ
ー
マ
　「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
く

市
中
発
症
の
肺
炎
診
療

U
pdate

」

講
　
師
　
横
浜
労
災
病
院

呼
吸
器
セ
ン
タ
ー
長

　
　
　
　
呼
吸
器
内
科
部
長
／
感
染
管
理
室
長

伊
藤　

優
氏

参
加
方
法
　
①
か
②
い
ず
れ
か

①
協
会
会
議
室

：

定
員
１
２
０
名

②
Ｗ
Ｅ
Ｂ
参
加

：

下
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

も
し
く
は
協
会
Ｈ
Ｐ

よ
り
お
申
込
み

※
開
催
曜
日
が
定
例
と
異
な
り
ま
す
。ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
日
医
生
涯
教
育
講
座
Ｃ
Ｃ「
４６（
咳
・
痰
）」１
・
５
単
位
申
請
中

　【
医
籍
番
号
の
入
力
に
つ
い
て
（
下
記
《
重
要
》
参
照
）】

共
　
催
　
神
奈
川
県
保
険
医
協
会
／
杏
林
製
薬
㈱

お
申
込
み
　
研
究
部

第
５８
回
神
奈
川
糖
尿
病

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
研
究
会

と
こ
ろ
　
Ｗ
Ｅ
Ｂ
ラ
イ
ブ
配
信

テ
ー
マ
「『
わ
た
し
の
糖
尿
病
連
絡

ノ
ー
ト
』
を
用
い
た

患
者
の
フ
ォ
ロ
ー

―
高
齢
・
独
居
の
糖
尿
病
患

者
さ
ん
を
ど
う
支
え
る
か
？
―
」

講
演
（
各
講
演
２０
分
・
計
６０
分
）

①

講
　
師
　
新
吉
田
医
院

院
長

東　

浩
介
氏

②

講
　
師
　
横
浜
労
災
病
院

　
　
　
　
　
　
　
　

糖
尿
病
看
護
特
定
認
定
看
護
師

野
地　

俊
成
氏

③

講
　
師

ウ
ェ
ル
ケ
ア
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　

看
護
師

上
原　

美
夏
氏

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
ま
た
は
質
疑
応
答
（
２０
分
）

参
加
方
法
　
下
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
も
し
く
は

　
　
　
　
　
協
会
Ｈ
Ｐ
よ
り
お
申
込
み

※
神
奈
川
糖
尿
病
療
養
指
導
士
認
定
・

更
新
の
た
め
の
研
修
会
（
２
単
位
）

　
申
請
予
定

※
日
本
糖
尿
病
協
会

糖
尿
病
認
定
医
取
得
・
登
録
歯
科

医
の
た
め
の
講
習
会
申
請
予
定

※
日
本
糖
尿
病
療
養
指
導
士
認
定
・
更
新
の
た
め
の
研
修
会

（
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｊ
）の
受
講
証
は
、今
回
は
認
定
対
象
外
で
す
。

※
日
医
生
涯
教
育
講
座
Ｃ
Ｃ「
７６（
糖
尿
病
）」１
単
位
申
請
中

　【
医
籍
番
号
の
入
力
に
つ
い
て
（
下
記
《
重
要
》
参
照
）】

お
申
込
み
　
研
究
部

無料動画配信を協会Ｈ
ホームページ

Ｐ「いい医療ドットコム」にて行っています（右記QRコード）。ぜひご視聴ください！ 
＊下記は一例です。一部コンテンツの視聴には会員限定のパスワードが必要です。ご存じでない方は ℡ 045-313-2111まで。

【臨床懇話会】

クリニック外来における心電図クリニック外来における心電図
第2弾『不整脈』第2弾『不整脈』

講師： 協同ふじさきクリニック

　　　所長 桑島 政臣氏

【歯科臨床研究会】

歯科用ジルコニアの進化と歯科用ジルコニアの進化と
臨床活用ポイント臨床活用ポイント

講師：愛知学院大学 歯学部

　　　歯科理工学講座

　　　非常勤講師（教授級） 

 伴 清治氏

【平和問題講演会】【平和問題講演会】

国際化する医療現場から見えてくる国際化する医療現場から見えてくる
排外主義と戦争の兆し排外主義と戦争の兆し

講師：    港町診療所

　　　所長 沢田 貴志氏

【医療問題研究会】【医療問題研究会】

知ろう、ともに考えよう、知ろう、ともに考えよう、
social choiceとしての医療social choiceとしての医療

講師： 日本医師会

　　  総合政策研究機構

　　  主席研究員 森井 大一氏

【1日でわかる1日でわかる

税務労務セミナー税務労務セミナー】

講師： 税理士 髙橋 和宏氏

　　　特定社会保険労務士

 川口 史敏氏
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